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１【訂正理由】

　平成30年６月27日に提出いたしました有価証券報告書の記載事項のうち、「第一部 企業情報 ‒ 第６ 経理の状況」に記載し

た表の一部に文字が不鮮明な表がありましたので、本訂正報告書により同有価証券報告書中の関係事項を下記のとおり全面的

に差し替えるものです。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

　第６　経理の状況

 

３【訂正箇所】

第一部【企業情報】
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第6 【経理の状況】

 

1.　当社は、香港証券取引所のメインボードヘ当社株式を新規上場させるにあたっての、当社の親会社であるチャ

イナ・コール・グループのグループ再編の結果、2006年8月22日に中国会社法に基づく株式有限会社として設立さ

れた。以下に掲げる当社の財務書類は香港上場規則によって認められている国際財務報告基準に基づいて作成され

ている。財務書類は「財務諸表等の用語、様式および作成方法に閲する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

（「財務諸表等規則」）第131条第1項の適用を受けている。なお、日本文の財務書類はこれを日本語に翻訳したも

のである。

 

2.　本書記載の2016年12月31日終了事業年度および2017年12月31日終了事業年度の財務書類は、「公認会計士法」

(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等であるデロイトトウシュトーマツにより国

際監査基準に基づく監査を受けており、当財務書類に対する監査報告書が添付されている。日本文は、これらの原

文の監査報告書を翻訳したものである。

なお、前述の財務書類は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第１条の2の

規定により、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査は受けていない。

 

3.　本書記載の財務書類（原文）の金額は、人民元で表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表

等規則第134条の規定に基づき、2018年5月17日現在の中国人民銀行公表の中心値1人民元＝17.33円で換算された金

額である。金額は千円単位（四捨五入）で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の

数値が総数と一致しない場合がある。なお、円換算額は単に読者の便宜上のために表示されたものであり、人民元

の額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。

 

4.　本書記載の財務書類の作成において当社が採用した企業会計基準、会計慣行および表示方法と、日本において

一般に公正妥当と認められているそれらとの間の主な相違点に関しては、「4 国際財務報告基準と日本における会

計原則および会計慣行の主要な相違」に説明されている。

 

5.　円換算額および「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 国際財務報告基準と日本における会計原則及び

会計慣行の主要な相違」までの記載は原文の財務書類には含まれておらず、当該事項における財務書類への参照事

項を除き、上記2. 監査の対象にもなっていない。
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1【財務書類】

（1）連結損益計算書及びその他包括利益計算書
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（2）連結財政状態計算書

 

当連結財務書類（原文111頁から229頁）は、2018年3月20日に取締役会により承認され、発行が許可され、以下
により代表して署名された。

 

Li Yanjiang Chai Qiaolin Chai Qiaolin

取締役会会長兼業務執行取締役 最高財務責任者 財務部長
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（3）連結持分変動計算書
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書
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（5）連結財務書類に対する注記

1. 一般情報

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド（以下「当社」 という。） は、香港証券取引所のメイ

ンボードへの当社株式の上場準備に向けた、チャイナ・ナショナル・コール・グループ・コーポレーシヨン（以下
「チャイナ・コール・グループ」または「親会社」 という。）のグループ再編により（以下「本再編」 とい

う。）、中華人民共和国（以下「中国」という。）の会社法の下で、株式有限会社として2006年8月22日に中国で
設立された。当社および子会社（以下合わせて「当社グループ」 という。）は主に、石炭の採掘および加工、石

炭および石炭化学製品の販売、採炭機械の製造および販売、ならびに金融サービスに従事している。当社の登記上
の本社所在地は、中国北京市朝陽区黄寺大街一号である。

当社のH株は、2006年12月に香港証券取引所のメインボードに上場し、当社のA株は、2008年2月に上海証券取引
所に上場した。

当連結財務書類は、当社の機能通貨でもある人民元で表示されている。

 

 

2. 作成基準

2.1 継続企業の前提

2017年12月31日現在、当社グループの流動負債が流動資産を約14,060百万人民元超過している。当社グループが
短期債務の返済や投資を行うにあたり資金を必要とするとき、当社グループは以下の方法で資金調達できる。

・　2016年7月に中国銀行間市場取引者協会に登録された10,000百万人民元の短期社債。このうち3,000百万人民
元ずつが2016年8月及び2017年7月にそれぞれ発行され、残り4,000百万人民元は、必要に応じて発行可能で
ある。

・　2016年12月に中国証券監督管理委員会により承認された8,000百万人民元の社債。このうち1,000百万人民元
が2017年7月に発行され、残り7,000百万人民元は、必要に応じて発行可能である。

・　2017年8月に中国銀行間市場取引者協会により登録された10,000百万人民元の長期社債。全額が必要に応じ
て発行可能である。

・　今後12か月の営業活動から生じる当社グループの予測キャシュフロー純額。

・　必要に応じて新規借入の実行に利用可能な銀行融資枠。

・　当社グループの信用格付、信用のある中国の銀行、およびその他金融機関との長期にわたる関係に基づく、
その他資金源。

調査の結果、予見しうる将来、存続するに十分な資源を有していると、取締役会は合理的に予測する。このた
め、当社グループは、当連結財務書類の作成にあたり、継続企業の前提を引き続き採用する。

 

 

3. 新規および改訂された国際財務報告基準（以下「IFRSs」と言う）の適用

当期に強制適用されるIFRSsの改訂

当社グループは、以下のIFRSsの改訂を当期に初度適用した。

IAS第7号の改訂　開示イニシアティブ

IAS第12号の改訂　未実現損失に係る繰延税金資産の認識

IFRS第12号の改訂　IFRS基準の年次改善（2014-2016年サイクル）の一部

下記に記述したものを除き、IFRSsの改訂の当期における適用は、当社グループの当年度及び過年度の財務成績
及び財政状態並びに/または当連結財務書類の開示に重要な影響を及ぼさなかった。
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IAS第7号の改訂　開示イニシアティブ

当社グループはこれらの改訂を当期に初度適用した。本改訂は、財務諸表の利用者が現金及び非現金の変動の
両方を含む財務活動から生じる負債の変動を評価できるような開示を会社に提供するよう要求する。また、本
改訂は、それらの金融資産からのキャッシュ・フローが過去または将来において財務活動からのキャッシュ・
フローに含まれるならば、金融資産の変動に対する開示を要求する。とくに本改訂は以下の開示を要求する：
(i) 財務活動からのキャッシュ・フロー、(ii) 子会社または他の事業の支配の獲得または喪失から生じる変

動、(iii) 外国為替レートの変動の影響、(iv) 公正価値の変動、及び(v) その他の変動。

これらの項目の期首残高と期末残高の調整は注記39(b)で提供されている。改訂の経過措置と整合して、当社グ
ループは前年の比較情報を開示していない。注記39(b)の追加開示は別として、これらの改訂の適用は当社グ
ループの連結財務書類には影響を与えていない。

当期に強制適用されるIFRSsの改訂

当社グループは、発行されたがいまだ有効ではない以下の新規及び改正IFRSsを早期適用しなかった。

IFRS

IFRS第9号　　金融商品
1

IFRS第15号　　顧客との契約から生じる収益及び関連改訂
1

IFRS第16号　　リース
2

IFRS第17号　　保険契約
4

IFRIC第22号　　外貨建取引と前渡・前受対価
1

IFRIC第23号　　法人所得税の処理に関する不確実性
2

IFRS第2号の改訂　株式に基づく報酬取引の分類及び測定
1

IFRS第4号の改訂　IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用
1

IFRS第9号の改訂　負の補償を伴う期限前償還要素
2

IFRS第10号及び

IAS第28号の改訂　投資者とその関連会社又は共同支配企業との間の資産の売却又は拠出
3

IAS第19号の改訂　制度改訂、縮小又は清算
2

IAS第28号の改訂　関連会社または共同支配企業に対する長期持分
2

IAS第40号の改訂　投資不動産の振替
1

IAS第28号の改訂　IFRSの年次改善（2014-2016年サイクル）の一部
1

IFRSsの改訂　　IFRSの年次改善（2015-2017年サイクル）
2

 

1   2018年1月1日以後開始年度より有効

2  2019年1月1日以後開始年度より有効

3  決定日以後開始年度より有効

4  2021年1月1日以後開始年度より有効

 

以下で記述する新しいIFRSsを除き、当社の取締役は、その他すべての新規及び改訂IFRSs及び解釈の適用は、予
測可能な将来における連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないと予想している。
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IFRS第9号「金融商品」

IFRS第9号は、金融資産および金融負債の分類及び測定並びに金融資産の減損要請に関する新しい適用要件を導
入する。

当社グループに関連するIFRS第9号の主要な適用要件は以下のとおりである。

・　IFRS第9号の範囲におけるすべての認識済金融資産は償却原価または公正価値で事後測定される必要があ
る。とくに、契約上のキャッシュ・フロー獲得を目的とするビジネスモデルにおいて保有され、また、元本
及び元本残高に対する利息の支払のみのキャッシュ・フローを有する負債性金融商品は、その後の会計年度
末において一般的に償却原価で測定される。契約上のキャッシュ・フロー獲得と金融資産の売却の両方を達
成することを目的とするビジネスモデルにおいて保有され、また、元本及び元本残高に対する利息の支払の
みのキャッシュ・フローを特定日に生じさせる契約条項を有する負債性金融商品は、一般的にその他の包括
利益を通じた公正価値（以下「FVTOCI」という。）で測定される。その他のすべての金融資産はその後の会
計年度において公正価値で測定される。さらに、IFRS第9号においては、企業は取消変更不能の選択をし
て、損益に通常認識される受取配当のみとともに、その他包括利益における資本投資（売買目的保有ではな
い）の公正価値のその後の変動を表示する場合がある。

・　金融資産の減損に関連して、IFRS第9号は、IAS第39号金融商品：認識及び測定における発生信用損失モデル
とは対照的に予想信用損失モデルを要求する。予想信用損失モデルは、当初認識以降の信用リスクの変動を
反映させるために、企業に各報告日における予想信用損失及びそれらの予想信用損失の変動を会計処理する
よう要請する。すなわち、信用損失の認識前に信用事由の発生を必要としない。

 

2017年12月31日時点における当社グループの金融商品及びリスク管理方針にもとづいて、当社の取締役はIFRS第
9号の初度適用に当たって以下の潜在的な影響を予想している。

分類及び測定

・　注記25、26、22及び23でそれぞれ開示された売掛金、その他の未収入金、長期未収入金（ファイナンス・
リース債権を除く）及び兄弟会社への貸付金のように、償却原価で記帳される貸付金及び未収入金に分類さ
れた負債性金融商品：これらは元本及び元本残高に対する利息の支払のみの契約上のキャッシュ・フロー獲
得を目的とするビジネスモデルにおいて保有される。したがって、IFRS第9号の適用に当たり、償却原価で
事後測定され続ける。

・　注記25で開示された償却原価で記帳される貸付金及び未収入金に分類された受取手形（ただし、認識中止と
なった金融資産の譲渡取引契約を締結した特定のグループ会社及びFVTOCIで事後測定されうるグループ会社
の受取手形のビジネスモデルに影響する可能性のある特定のグループ会社を除く）：これらの金融資産は元
本及び元本残高に対する利息の支払のみの契約上のキャッシュ・フロー獲得を目的とするビジネスモデルに
おいて保有され、IFRS第9号の適用に当たり、償却原価で事後測定され続ける。

・　注記21で開示された公正価値で記帳される売却可能投資に分類された上場株式証券：これらの証券はIFRS第
9号のFVTOCIで指定されるのが適格であるが、2018年1月1日時点で12,345,000人民元にのぼるその他準備金
に累積計上された公正価値は、もはやIFRS第9号における損益に事後分類されることはない（これは現在の
取り扱いとは異なる）。これは当社グループの損益及びその他包括利益において認識された金額に影響する
が、包括利益全体には影響しない。

・　注記21で開示された減損控除後取得原価で記帳される売却可能投資に分類された資本証券：これらの証券は
IFRS第9号のFVTOCIで測定されるのに適格であり、当社グループは、その他包括利益として認識されその他
準備金に累積された公正価値損益とともに、これらの証券をその後の報告期間末日において公正価値で測定
する。IFRS第9号の初度適用に当たり、2018年1月1日時点で3,458,605,000人民元にのぼる減損控除後取得原
価で測定された当社グループの売却可能投資は、FVTOCIでの金融資産に指定される。

・　その他のすべての金融資産及び金融負債は現在IAS第39号で測定されるのと同じ基準で測定され続ける。
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減損

一般的に、当社の取締役は、当社グループのIFRS第9号の適用に当たり減損引当となる償却原価で測定された当
社グループの金融資産及びその他の項目に関連して、IFRS第9号の予想信用損失モデルの適用が、いまだ発生して
いない信用損失の早期引当という結果につながると予想している。

当社の取締役の評価にもとづくと、仮に予想信用損失モデルが当社グループによって適用されたならば、2018年
1月1日時点で当社グループによって認識される減損損失の累積額は、売掛金、その他未収入金、長期未収入金及び
兄弟会社への貸付金に対する予想信用損失引当金に主に起因するIAS第39号において認識される累積額と比較して
増加する。予想信用損失モデルで認識されたそのようなさらなる減損は、2018年1月1日時点の開始剰余金を減少さ
せ、繰延税金資産を増加させるだろう。

上記を除き、当社の取締役は、IFRS第9号は当社グループの業績及び財政状態に重要な影響を及ぼさないと予想
している。

 

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

IFRS第15号が発行され、それは顧客との契約から生じる収益に関する会計処理を行う企業に対して、単一の包括
モデルを確立した。IFRS第15号はそれが発効するときに、IAS第18号「収益」、IAS第11号「工事契約」及び関連会
社を含む現状の収益認識指針に取って代わる。

IFRS第15号のコア原則は、企業は、約束した財やサービスが、それらの財及びサービスと交換に権利を得ると期
待する対価に反映される金額に移転することを描写する収益を認識すべきということである。とくに、本基準は収
益認識のために5段階アプローチを導入している。

 

・　第1段階：顧客との契約を識別する。

・　第2段階：当該契約における履行義務を識別する。

・　第3段階：取引価格を決定する。

・　第4段階：取引価格を契約における履行義務に配分する。

・　第5段階：企業が履行義務を充足したとき（またはそれにつれて）収益を認識する。

 

IFRS第15号において、履行義務が充足されたとき、すなわち特定の履行義務に内在する財またはサービスへの
「支配」が顧客に移転したときに、企業は収益を認識する。特定の状況に対処するため、さらに規範的な指針が
IFRS第15号に加えられている。さらに、IFRS第15号により詳細な開示が要求されている。

当社の取締役は、IFRS第15号の将来における適用が連結財務書類におけるさらなる開示につながると予想してい
るが、IFRS第15号の適用が各報告期間における収益計上額及び計上時期に重要な影響を及ぼすと予想してはいな
い。

 

IFRS第16号「リース」

IFRS第16号は、貸手と借手の両者にリース契約と会計処理の包括モデルを導入している。IFRS第16号は、それが
発効した時に、IAS第17号「リース」及び関連解釈に取って代わる。

IFRS第16号は、識別された資産が顧客によって支配されているかどうかという前提にもとづいてリースとサービ
ス契約を区別している。オペレーティング・リースとファイナンス・リースの区別は借手の会計処理では撤廃さ
れ、短期リースと少額資産のリースを除き、使用権のある資産及び関連負債が借手によってすべてのリースについ
て認識されなければならないようなモデルに置き換わる。
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使用権のある資産は当初取得原価で測定され、その後減価償却累計額及び減損損失控除後の原価（特定の例外が
ある）で測定され、リース債務の再測定があれば調整される。リース債務は当初、その時点では支払われていない
リース料の現在価値で測定される。その後、リース債務は、リース修正などの影響とともに、利息とリース料に関
して調整される。キャッシュ・フローの分類に関して、当社グループは現在土地使用権に関する前払リース料を利
用目的の租借地及び投資不動産に分類されたものに関連する投資キャッシュ・フローとして表示しているが、その
他のリース料は営業キャッシュ・フローとして表示されている。IFRS第16号の適用に当たり、リース債務に関連す
るリース料は、当社グループによって財務キャッシュ・フローとして表示される元本と利息部分とに配分される。

借手のリース会計とは対照的に、IFRS第16号は、IAS第17号における貸手の会計処理要件を大幅に持ち越してお
り、引き続き貸手にオペレーティング・リースとファイナンス・リースのいずれかのリースに分類することを要求
している。

さらに、IFRS第16号では、詳細な開示が要求されている。

2017年12月31日時点において、当社グループは注記44に開示したとおり929,929,000人民元の解約不能オペレー
ティング・リース契約を有しており、当社の取締役はIFRS第16号の適用が当社グループの業績に重要な影響を及ぼ
すとは予想していないが、これらのリース契約が少額や短期リースに該当しない限り、使用権のある資産及びリー
ス債務として連結財政状態計算書において認識されることが要求されると予想されている。

さらに、新しい要件の適用が、上述の測定、表示及び開示に変化をもたらす結果となりうる。

 

 

4.　重要な会計方針

当連結財務書類は、国際会計基準審議会が発行するIFRSsに準拠して作成されている。また、当連結財務書類
は、香港証券取引所上場規則（以下「上場規則」という）および香港会社条例（以下「会社条例」という）で要求
される開示を含む。

当連結財務書類は、各報告期間末日の公正価値で測定され、注記42で開示された特定の金融商品を除き、以下の
会計方針にて説明されたとおり、取得原価主義にもとづいて作成されている。

取得原価は一般的に財およびサービスと交換に支払われた対価の公正価値にもとづいている。

公正価値は、その価格が直接的に観察可能かあるいは別の評価技法を使って見積もられたかどうかにかかわら
ず、測定日における市場参加者の間で秩序立った取引における資産を売却して受け取るあるいは負債を移転して支
払う価格である。資産又は負債の公正価値の見積りに当たって、市場参加者が測定日の資産又は負債の値付けを行
う時、彼らがその性質を考慮するならば、当社グループは資産または負債の性質を考慮する。当社グループの連結
財務書類における測定及び/又は開示目的のための公正価値は、IFRS第2号「株式報酬」の範囲内である株式報酬取
引、IAS第17号「リース」の範囲内であるリース取引及び公正価値ではないが公正価値にいくつかの点で類似した
測定を除き、IAS第2号「棚卸資産」における正味実現可能価格またはIAS第36号「資産の減損」における使用価値
のような基準にもとづいて決定される。

さらに、財務報告目的で、公正価値測定は、公正価値測定へのインプットが観察可能な度合及び公正価値へのイ
ンプットの全体としての重要性にもとづいて、以下で記述されるようにレベル1、2または3に分類される。

・　レベル1のインプットは、企業が測定日にアクセスできる同一の資産または負債の活発な市場における相場価
格（未調整）である。

・　レベル2のインプットは、資産または負債について、直接的または間接的に観察可能なインプットのうち、レ
ベル1に含まれる相場価格以外のものである。

・　レベル3のインプットは、資産または負債について、観察不能なインプットである。

 

主な会計方針は以下のとおりである。
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連結基準

当連結財務書類は、当社並びに当社及びその子会社に支配される企業の財務書類を包含している。支配は以下の
場合に獲得される。

・　当社が被投資企業に対して実権を持つ。

・　当社が被投資企業からの変動利益に晒され、あるいはその権利を有している。

・　当社がその利益に影響する実権を行使する能力を有している。

上述の支配の3要素のうち1つ以上に変化があることを事実及び状況が示せば、当社グループは、被投資企業を支
配しているかどうか再評価する。

当社グループが被投資企業の議決権の過半数未満を保有しているとき、当該議決権が被投資企業の関連活動に対
して一方的に支持できる実務能力を与えるのに十分であれば、当社グループは被投資企業に対する実権を有してい
る。当社グループは、当社グループの被投資企業に対する議決権が実権を与えるのに十分であるかを評価するにあ
たり、以下を含む関連するすべての事実と状況を考慮する。

・　他の議決権者の所有割合と分散度合に関連する当社グループの議決権の所有割合

・　当社グループ、他の議決権者又は他の当事者による潜在的な議決権所有

・　他の契約の約定から生じる権利

・　当社グループが、以前の株主総会での議決権行使パターンを含む決定を必要とするその時点の関連活動を指示
する能力を有しているかあるいは有していないかを示す追加の事実及び状況

当社グループが子会社への支配を獲得した時に子会社の連結が始まり、当社グループが子会社の支配を喪失した
時にそれが終わる。とくに、当年中に獲得または喪失した子会社の損益は、当社グループが支配を獲得した日から
当社グループが子会社を支配するのを止めた日まで、連結損益計算書及び包括利益計算書に含まれる。

損益およびその他の包括利益の各項目は、当社株主及び非支配株主に帰属する。子会社の包括利益合計は、たと
えそれが被支配株主にマイナス残高を持たせることになるとしても、当社株主及び非支配株主に帰属する。

必要な時は、子会社の会計方針が当社グループの会計方針と整合するように、子会社の財務書類に調整がなされ
る。

当社グループの構成員間における取引に関連するすべての内部取引資産及び負債、資本、収益、費用及びキャッ
シュ・フローは連結上完全に消去される。

既存の子会社への当社グループの持分の変動

当社グループの支配の喪失を伴わない既存子会社への当社グループの持分の変動は、資本取引として会計処理さ
れる。当社グループ持分の帳簿価額と非支配持分は、子会社に対する関連持分の変動を反映させるように調整さ
れ、それは当社グループと非支配持分の割合に比例して、当社グループと非支配持分との間で関連準備金が再配分
されることを含む。非支配持分が調整される金額と支払または受領した対価の公正価値とのいかなる差額も資本で
直接認識され、当社の株主に帰属する。

当社グループが子会社の支配を喪失したとき、その子会社と非支配持分（もしあれば）の資産及び負債は認識が
中止される。損益は損益として認識され、(i)受領対価の公正価値の合計及び剰余金の公正価値と(ii) 当社株主に

帰属する子会社の資産（のれんを含む）及び負債の帳簿価格との差額として計算される。当該子会社に関連するそ
の他包括利益で従前認識されたすべての金額は、当社グループが当該子会社の関連資産又は負債を直接処分したか
のように会計処理される（すなわち、適切なIFRSsで特定される/許容されるように、損益又は資本の別の区分に組
み替えられる）。支配を喪失した日時点の従前の子会社への累積投資の公正価値は、IAS第39号における事後会計
に関する初度認識の公正価値とみなされるか、適用可能なら、関連会社又は合弁会社に対する投資の初度認識にお
けるコストとみなされる。
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企業結合

事業の取得は取得法を使って処理される。企業結合における移転対価は公正価値で測定され、それは当社グルー
プが移転した資産、被取得企業の従前の所有者に対して発生した当社グループの負債及び被取得企業の支配と交換
に当社グループが発行した資本持分の取得日公正価値の合計として計算される。取得関連コストは一般的に発生時
に損益として認識される。

取得日時点で、識別可能な取得資産及び引受負債は、以下を除きその公正価値で認識される。

・　繰延税金資産及び負債並びに従業員給付契約に関連する資産又は負債は、それぞれIAS第12号「所得税」及び
IAS第19号「従業員給付」にしたがって認識・測定される。

・　被取得企業の株式報酬契約又は当社グループが締結する株式報酬契約に関連する負債又は資本性金融商品は被
取得企業の株式報酬契約に取って代わり、取得日時点でIFRS第2号「株式報酬」にしたがって測定される。

・　IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び廃止事業」にしたがって、売却保有目的に分類される資産
（または除却されるグループ）は当該基準にしたがって測定される。

のれんは、移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、および（もしあれば）取得企業が以前に保有して
いた被取得企業の資本持分の取得日公正価値が、識別可能な取得資産及び引受負債の取得日時点の純額に対する超
過額として測定される。再評価後に、識別可能な取得資産及び引受負債の取得日時点の純額が、移転された対価、
被取得企業の非支配持分の金額、および取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分がある場合にその公
正価値を超える場合、当該超過額はバーゲン・パーチェス益として即座に損益に計上される。

非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えてい
るものは、被取得企業の識別可能純資産のうち、非支配持分の持分相当額として認識された額として当初測定され
る。

 

共通支配下における企業を含む企業結合の合併会計

当連結財務書類は結合事業の財務書類項目を包含しており、その事業の中では、あたかも支配当事者の支配下に
おいて事業の結合が最初に生じた時点から結合されていたかのように共通支配下の結合が生じる。

結合事業の純資産は、支配当事者の観点から既存の帳簿価格を使って連結される。共通支配下の結合時に、のれ
ん又はバーゲン・パーチェス益に関して認識される額はない。

連結損益計算書及び包括利益計算書は、最も早く開示された日またはより短い期間となる共通支配下の事業の結
合が最初に生じた日からの結合事業の各業績を含む。

連結財務書類の比較数値は、あたかも前報告期間末日または最初に共通支配下の結合が生じた時のいずれか短い
日において事業が結合されたかのように開示される。

 

のれん

事業の取得に際し生じるのれんは、事業取得日に認められた取得原価から、減損損失があれば当該累計額を控除
した額で記帳される。

減損テストの目的で、のれんは、結合の相乗効果が期待される当社グループの現金生成単位（または現金生成単
位グループ）のいずれかに配分される。

EDINET提出書類

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド(E05990)

訂正有価証券報告書

15/90



のれんが配分される現金生成単位は、毎年あるいは当該単位が減損の兆候を示すときはより頻繁にテストされ
る。報告期間における取得に際して生じたのれんについては、のれんが配分された現金生成単位は当該報告期間末
日までに減損テストされる。もし現金生成単位の回収可能額がその帳簿価格よりも少ない場合、減損損失はまず当
該単位に配分されたあらゆるのれんの帳簿価額を減額するように配分され、その後、当該単位のその他の資産に、
当該単位の各資産の帳簿価額で比例按分される。のれんにかかるいかなる減損損失も損益で直接認識される。のれ
んに関して認識された減損損失はのちの期間において戻し入れされない。

関連する現金生成単位の除却に当たり、のれんの帰属額は除却損益の決定額に含まれる。

関連会社及び合弁会社の取得から生じるのれんに関する当社グループの方針は以下に記述されている。

 

関連会社及び合弁会社への投資

関連会社とは、当社グループが重要な影響力を有している企業である。重要な影響力は、被投資企業の財務及び
営業方針に参加する権利であるが、それらの方針に対する支配または共同支配ではない。

合弁会社とは、契約の共同支配を有する当事者がジョイント・アレンジメントの純資産に対する権利を有する
ジョイント・アレンジメントである。共同支配は契約上合意された契約の支配持分であり、関連活動についての決
定が支配を共有する当事者の全員一致の同意を要するときにのみ存在する。

関連会社及び合弁会社の業績、資産及び負債は、持分法を使って当連結財務書類に含まれている。持分法のため
の関連会社及び合弁会社の財務書類は、当社グループが類似した環境下での取引や出来事を処理する方針のような
単一の会計方針を使って作成されている。持分法にしたがい、関連会社又は合弁会社への投資は当初取得原価で連
結財政状態計算書に計上され、その後当社グループの損益持分及び関連会社の包括利益を認識するように調整され
る。損益及び包括利益以外の関連会社/合弁会社の純資産の変動は、そのような変動が当社グループの保有持分に
変動をもたらさない限り、会計処理されない。関連会社及び合弁会社の損失のうち当社グループ持分が、当社グ
ループの関連会社及び合弁会社持分（関連会社又は合弁会社への当社グループの純投資の一部を実質的に構成する
長期持分を含む）を超える場合、当社グループはそれ以上の損失持分の認識を中止する。当該関連会社又は合弁会
社の代わりに当社グループが法的または契約上の債務を引き受けたり支払いをしたりした限りにおいてのみ追加の
損失が認識される。

関連会社又は合弁会社への投資は被投資企業が関連会社又は合弁会社になった日から持分法を使って会計処理さ
れる。関連会社又は合弁会社への投資の獲得に当たり、被投資企業の識別可能資産及び負債の純公正価値の当社グ
ループ持分に対する投資原価の超過額はのれんとして認識され、投資の帳簿価額に含まれる。被投資企業の取得原
価に対する識別可能資産及び負債の純公正価値の当社グループ持分の超過額は、再評価後、投資が獲得される期に
おいてただちに損益として認識される。

IAS第39号の要件は、関連会社又は合弁会社に対する当社グループの投資に関して、減損損失を認識する必要が
あるかどうかを決定するために適用される。必要な場合、投資（のれんを含む）の簿価全額が、回収可能額（使用
価値と除却コスト控除後の公正価値のいずれか高い額）を簿価と比較するための唯一の資産として、IAS第36号に
したがって減損テストされる。認識された減損損失は投資の帳簿価額の一部を構成する。後日投資の回収可能額が
増加した場合に限り、IAS第36号にしたがって減損損失の戻入が認識される。

当社グループが関連会社への重要な影響又は合弁会社への共同支配を止めるとき、結果として損益に計上される
損益とともに被投資企業への持分全体の除却として処理される。当社グループが従前の関連会社又は合弁会社への
持分を保持し、当該保有持分がIAS第39号の範囲における金融資産である場合、当社グループはその保有持分を当
該日時点の公正価値で測定し、その公正価値は当初認識時における公正価値とみなされる。関連会社又は合弁会社
の帳簿価額と、保持した持分の公正価値及び関連会社又は合弁会社への関連持分の除却から生じる収入との差額は
関連会社又は合弁会社の除却損益の決定額に含まれる。また、関連会社又は合弁会社が直接関連資産及び負債を除
却した場合に要求されるのと同じ基準で、当社グループは当該関連会社又は合弁会社に関連してその他包括利益に
従前認識したすべての金額を会計処理する。したがって、当該関連会社又は合弁会社によってその他包括利益に従
前計上された損益が関連資産又は負債の除却に当たり損益に組み替えられる場合、当社グループは関連する関連会
社又は合弁会社の除却/部分除却にあたり、当該損益を資本から損益に（組替調整として）組み替える。
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グループ会社が当社グループの関連会社又は合弁会社と取引する場合、関連会社又は合弁会社との取引に起因す
る損益は、当社グループに関連しない関連会社又は合弁会社の持分である場合においてのみ、当社グループの連結
財務書類に計上される。

 

収益認識

収益は、受領した、または受領する予定の対価の公正価値で測定される。収益は、返品、リベートおよびその他
の同様の割引の見積額を控除した額である。

収益の金額について信頼性をもって測定できるとき、すなわち、将来の経済的便益が当社グループに流入する可
能性が高く、かつ以下に記載されている当社グループのそれぞれの活動に関して特定の条件が満たされている場合
に、収益を認識する。

・　石炭、石炭化学製品、採炭機械および副材料、ならびにその他の製品の販売に伴う売上高は、当該製品が顧客
に引渡された時点で認識される。製品が指定場所に輸送され、在庫のリスクが顧客に移転し、販売契約に基づ
き顧客が製品を受領する、または受領に関する全ての要件を満たす客観的証拠を当社グループが有する時点
で、引渡されたとみなされる。

・　サービスの提供による売上高は通常、当該サービスを提供した会計期間に認識される。

・　投資からの受取配当は、支払の受領権が確立したときに認識される。

・　受取利息は、元本残高を参照しながら、実効金利の適用日時点での期間配分方式にて引き当てられる。当該金
利は、見積将来現金受領額を金融資産の見積残存期間を通じて当初認識時における資産の純帳簿価格に割り引
いた率である。

 

リース

所有に伴うすべての便益とリスクが貸手に留保されるリースは、オペレーティング・リースとして処理される。
当社グループが貸手であるとき、当社グループがオペレーティング・リースによりリースした資産は非流動資産に
含まれ、オペレーティング・リースによる未収リース料はリース期間にわたり定額法に基づき損益計算書に収益計
上される。当社グループが借手であるとき、オペレーティング・リースによる未払リース料はリース期間にわたり
定額法に基づき損益計算書に費用計上される。

 

外貨換算

各個別グループ企業の財務書類の作成に当たり、企業の機能通貨以外の通貨（外貨）による取引は取引日におけ
る実勢為替レートで認識されている。報告期間末日時点で、外貨建ての貨幣項目はその時点の実勢レートで換算替
えされる。外貨の取得原価で測定される非貨幣項目は、再測定されない。貨幣項目に対する為替差額はそれが生じ
た期間の損益に計上される。

連結財務書類の表示目的で、当社グループの外国取引の資産及び負債は、各報告期間末日の実勢為替レートを
使って当社グループの表示通貨（すなわち人民元）に換算される。損益項目は当該期間の平均為替レートで換算さ
れる。生じた為替差額は、（もしあれば）その他包括利益に計上され、換算準備金という見出しで資本の部に累積
され、非支配持分に適宜帰属する。

 

借入費用

意図した使用または販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産である適格資産の取得、建設または生産に
直接帰属する借入費用は、意図した使用または販売が可能となるまで、当該資産の取得原価の一部として加算され
る。その他全ての借入費用は、発生した期間に費用化される。
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政府助成金

政府助成金は、当社グループが所定の条件を満たし、当該助成金を受け取るという合理的な保証があるまでは認
識されない。

費用に関連する政府助成金は、助成金が補填する予定の関連費用を費用計上する期間にわたり組織的に損益に計
上される。とくに当社グループが購入し、建設し又は非流動資産を取得するという主要な条件を有する政府助成金
は、連結財政状態計算書において繰延収益として認識され、関連資産の使用可能期間にわたり組織的かつ合理的な
方法で損益に振り替えられる。

すでに発生した費用又は損失の補償として、あるいは将来の関連費用なしで当社グループへの緊急の財務支援を
与えるための未収入金である政府助成金は、それらが受取可能となった期間の損益に計上される。

 

退職給付費用

国営退職給付制度及び政府に認可されている追加の確定拠出型年金制度への支払いは、従業員が役務を提供して
拠出に対する権利を得た時に、費用として認識される。当社グループは、拠出した額を超えて、さらなる定年後の
給付債務を負担することはない。

 

短期及びその他長期の従業員給付

短期従業員給付は、従業員が役務を提供した都度及び提供したときに支払いが予想される給付の未割引額で認識
される。すべての短期従業員給付は、別のIFRSが給付を資産の取得原価に含めることを要求あるいは許容しない限
り、費用として認識される。

従業員に対して引き当てられる給付（賃金、給与、年次休暇及び病気休暇など）に関して、負債は、支払済みの
あらゆる金額を控除した後で認識される。

長期従業員給付に関して認識された負債は、報告日までに従業員が提供した役務に関して、当社グループが予想
する予想将来キャッシュ・アウトフローの現在価値で測定される。サービスコスト、利息及び再測定に起因する負
債の帳簿価格の変動は、別のIFRSが給付を資産の取得原価に含めることを要求あるいは許容しない限り、損益に計
上される。

 

課税

法人税費用は、当期税金および繰延税金の合計額を表している。

当期未払税金は、年度の課税所得にもとづいている。他の年度で課税されたり控除されたりする損益や課税・控
除されない項目があるため、課税所得は連結損益計算書及び包括利益計算書で報告される「税引前利益」とは異な
る。当社グループの当期税金は、報告期間末日までに適用されているか実質的に適用される税率を使って計算され
る。

繰延税金は、連結財務書類上の資産および負債の帳簿価額と課税所得の計算に使われた関連課税標準額との間の
一時差異について認識される。繰延税金負債は通常すべての将来加算一時差異に関して認識される。繰延税金資産
は通常課税所得に対して減算可能一時差異が利用される可能性が高い範囲においてすべての減算可能一時差異につ
いて認識される。そのような繰延税金資産及び負債は、一時差異が、課税所得にも会計上の利益にも影響しない取
引において資産及び負債の当初認識（事業結合における場合を除く）から生じる場合には認識されない。また、繰
延税金負債は、一時差異がのれんの当初認識から生じる場合には認識されない。

繰延税金負債は、子会社及び関連会社への投資並びに合弁企業への持分に関連する将来加算一時差異に対して計
上される。ただし、当社グループが一時差異の解消を支配できる場合や、当該一時差異が予測可能な将来において
解消されない可能性が高い場合を除く。そのような投資及び持分に関連する将来減損一時差異から生じる繰延税金
資産は、予測可能な将来に一時差異の便益が利用され、それらが解消するのに十分な課税利益が生じる可能性が高
い場合にのみ認識される。
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繰延税金資産の帳簿価格は各報告期間末日に見直され、当該資産のすべてまたは一部が回収されるのに十分な課
税所得が利用可能である可能性が高くなくなった場合に減額される。未認識の繰延税金資産は各報告年度末日に再
評価され、当該繰延税金資産のすべてまたは一部が回収されるのを許容する将来課税所得が利用可能である可能性
が生じた場合に認識される。

繰延税金資産及び負債は、報告期間末日までに適用されているか実質的に適用される税率（および法律）にもと
づいて、負債が決済され資産が実現した期に適用されるであろう税率で測定される。

繰延税金資産及び負債の測定は、当社グループが、報告期間末日において当該資産及び負債の帳簿価格が回収ま
たは決済されると期待する方法から生じる課税額を反映する。

当期及び繰延税金は、損益計算書において認識されるが、それらが、その他の包括利益で認識される項目または
直接資本で認識される項目に関連する場合を除く。この場合は、当期及び繰延税金もまた、それぞれ、その他の包
括利益で認識されるか、資本において直接認識される。当期及び繰延税金が企業結合の初度会計から生じる場合、
税効果は企業結合に関する会計処理に含まれる。

 

有形固定資産

有形固定資産は、建物、採鉱設備、工場、機械および設備、鉄道設備および自動車、付属設備、その他からな
り、財又はサービスの製造又は提供に使用されるためあるいは管理目的のために保有され、連結財政状態計算書
上、取得原価からその後の減価償却累計額および減損損失（もしあれば）を控除した額で表示されている。

見積耐用年数後の残存価値控除後の有形固定資産（減損評価される建設仮勘定を除く）の項目の取得原価を切り
下げるために、減価償却費が認識される。見積耐用年数、残存価値及び減価償却方法は、予想ベースで会計処理に
使われた見積りの変化の影響とともに、各報告期間末日に見直される。

採鉱設備を除く有形固定資産は、以下の年率による定額法で減価償却される。

 

建物 5－50年

工場、機械および設備 4－18年

鉄道設備 25－30年

自動車、付属設備およびその他 5－15年

 

採鉱設備（主軸および予備の鉱業用シャフト、地下トンネルを含む）は、減耗基準としての可採石炭埋蔵量のみ
を用いて生産高比例法に基づいて減価償却される。

取締役は、同様の資産における当社グループの歴史的経験にもとづき、また予想される技術変化を考慮しなが
ら、資産の見積耐用年数を毎年見直した。

製造、供給又は管理目的に使用されることを目的とした建設仮勘定は、減損損失計上額控除後の取得原価で計上
される。取得原価は、専門家報酬や、適格資産については、当社グループの会計方針にしたがって資産化された借
入費用を含む。そのような不動産は、建設完了時及び意図した使用への準備ができた時に、適切な有形固定資産の
区分に分類される。これらの資産の減価償却は、それらの資産の意図した使用への準備ができた時に、他の有形固
定資産と同じ基準で開始される。

有形固定資産の項目は、除却または当該資産の継続使用から生じると将来の経済便益が期待できなくなったとき
に認識が中止される。有形固定資産の除却又は退役から生じる損益は、受取収入と資産の帳簿価格との差額として
決定され、損益に計上される。
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採掘権

採掘権は、償却累計額および減損損失控除後の取得原価で表示され、減耗基準としての可採石炭埋蔵量のみを使
用する生産高比例法に基づき減価償却される。

 

繰延剥土費用

露天採鉱の採掘において、石炭層の上にある岩石や土壌を除去するために剥土活動が必要である。各会計期間に
発生する実際の剥土費用は、地質条件や産出計画によって異なる可能性がある。剥土費用の会計処理において、剥
土費用のうち、将来採掘される石炭層に対して発生する（将来の経済的便益を生じる）部分は有形固定資産に資産
計上され、関連する石炭鉱石が採掘される期間において生産コストに対して償却される。残りの部分は発生した時
点で産出費用に計上される。

 

閉鎖、復旧および環境コストに係る引当金

石炭採掘の結果の1つとして、採掘地の土地の掘削による地盤沈下が生じることがある。状況に応じて、当社グ
ループは、採掘活動の実施前に採掘地から居住者を移転させる、あるいは閉鎖および採掘後の地盤沈下による損失
や損害に対して居住者に補償を行う場合がある。また、当社グループは、採掘後の土地の復旧、原状回復または環
境保護に対して支払を行うよう要求される場合もある。

閉鎖および復旧費用には、インフラストラクチャーの解体および取壊し、残留物の除去、および環境汚染地域の
修復が含まれる。閉鎖および復旧費用は、炭鉱開発あるいは生産段階のいずれにおいて発生したかに関わらず、関
連する環境汚染から債務が発生した会計期間において、将来の見積費用の正味現在価値に基づき引当てられる。当
該費用は、原状回復活動が事業期間全体または閉鎖時のいずれにおいて発生が予想されるかに関わらず、将来の便
益が生じた時点で資産計上される。資産計上された費用は、事業期間全体にわたって償却され、引当金の正味現在
価値の増加額は借入費用に含まれる。

廃棄および復旧費用の予想額に変更があった場合、引当金および関連資産の帳簿価額に対して調整額が計上さ
れ、その影響額がその後、事業の残存期間にわたり、非遡及的に連結損益計算書及びその他包括利益計算書で認識
する。閉鎖および復旧費用に対する引当金には、将来の環境汚染から生じると予想される追加債務は含まれない。
費用の見積りは、状況の変化を反映するため、各貸借対照表日に見直され、修正される。

 

投資不動産

投資不動産は、賃貸収入または資産売却益を得る目的で保有する不動産である。

投資不動産は、直接かかるあらゆる支出を含めて、取得原価で当初測定される。当初認識後、投資不動産はその
後の減価償却累計額及び減損損失累計額控除後の取得原価で表示される。見積耐用年数後の投資不動産の取得原価
を切り下げるために、見積残存価値を考慮後に、定額法を用いて減価償却費が認識される。

投資不動産は、除却時または投資不動産が永久に使用されなくなり除却による経済的便益が期待できなくなった
時に認識が中止される。不動産の認識中止から生じる損益（除却純収入と資産の帳簿価格との差額として計算され
る）は、不動産の認識が中止された期間の損益に含まれる。

 

個別に取得した無形資産

個別に取得した有限の耐用年数を持つ無形資産は、減価償却累計額及び減損損失累計額控除後の取得原価で計上
される。有限の耐用年数を持つ無形資産の償却は、見積耐用年数にわたり定額法で認識される。見積耐用年数及び
償却方法は、予想ベースで会計処理に使われた見積りの変化の影響とともに、各報告期間末日に見直される。

技術ノウハウは、取得のために発生した費用および当該技術ノウハウを利用可能な状態にするための費用を基礎
として資産計上される。これらの費用は、20年間の見積耐用年数にわたって償却される。

EDINET提出書類

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド(E05990)

訂正有価証券報告書

20/90



取得されたコンピューター・ソフトウェア・ライセンスは、取得のために発生した費用および特定のソフトウェ
アを利用可能な状態にするための費用を基礎として資産計上されている。これらの費用は、5年間の見積耐用年数
にわたって償却される。コンピューター・ソフトウェア・プログラムの開発、維持に関連する費用は、発生時に費
用計上される。

 

棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の価額で計上される。棚卸資産の取得原価は加重平
均法により計算される。正味実現可能価額は、棚卸資産の見積売却価格から、すべての見積完成原価及び売却に係
る費用を控除した価額である。

 

引当金

引当金は、当社グループが過去の事象の結果として現在の（法的または契約上の）債務を有しており、当社グ
ループが債務の決済を要求される可能性が高く、債務の金額が信頼性を持って見積可能である場合に認識される。

引当金は、当該債務を取り巻くリスクと不確実性を考慮して、報告期間末日時点で現在の債務を決済するのに必
要な対価の最良推定値で測定される。現在債務の決済に見積もられるキャッシュ・フローを使って引当金を測定す
る時、その帳簿価格はそれらのキャッシュ・フローの現在価値である（資金の時間価値の効果が重要な場合）。

引当金を決済するのに要求される経済価値のいくつかあるいは全部が第三者から回収されると予想される場合、
未収入金は、支払が受領されることが事実上確実であり、未収入金額が信頼性を持って測定可能である場合、資産
として認識される。

 

金融商品

金融資産及び金融負債は、グループ会社が商品の契約条項の当事者になったときに認識される。

金融資産及び金融負債は、公正価値で当初測定される。金融資産及び金融負債（損益を通じた公正価値による金
融資産及び金融負債を除く）の取得または発行に直接起因する取引費用は、当初認識にあたり適宜金融資産又は金
融負債の公正価値に加えられ、またはそこから控除される。損益を通じた公正価値による金融資産又は金融負債の
取得に直接起因する取引費用は、ただちに損益に計上される。

 

金融資産

当社グループの金融資産は、貸付金および債権、ならびに売却可能（「AFS」）金融資産に分類される。当社グ
ループは、その性質と目的にもとづいて当初認識時にその金融資産の分類を決定する。金融資産のすべての通常の
方法での購入又は売却は、取引日基準で認識されまた認識が中止される。通常の方法での購入又は売却は、市場の
規則又は慣行により確立された時間枠内で資産の納品が必要とされる金融資産の購入又は売却である。

 

実効金利法

実効金利法は、金融商品の償却原価を計算する方法であり、関連期間にわたり利息損益を配分する方法である。
実効金利は、金融商品の予想期間あるいは適切な場合にはより短い期間を通じて、見積将来キャッシュの受取又は
支払（実効金利、取引費用及びその他の割増または割引を構成するすべての報酬及びポイントの支払又は受取を含
む）を当初認識時の純帳簿価格に正確に割り引く利率である。

受取利息は、負債性金融商品にかかる実効金利に基づいて認識される。
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貸付金および債権

貸付金および債権は、活発な市場で価格が設定されていない、固定または確定可能な支払を伴うデリバティブ以
外の金融資産である。当初認識後、貸付金および債権（売掛金及び受取手形、その他の債権、兄弟会社への貸付
金、拘束性銀行預金、定期預金（当初満期3ヶ月超）並びに現金及び現金同等物を含む）は、実効金利法を使った
償却原価で測定され、識別された減損があれば控除される。

受取利息は、利息の認識が重要ではない短期債権を除き、実効金利を適用して認識される。

 

売却可能（「AFS」）金融資産

売却可能金融資産は、売却可能に指定されていないか、貸付金及び再建、満期保有目的投資、または損益を通じ
た公正価値（「FVTPL」）による金融資産に分類されていないデリバティブ以外である。当社グループは、活発な
市場で取引されていない非上場証券に対する投資を売却可能金融資産に指定した。

売却可能金融資産に分類された当社グループが保有する資本証券は、信頼性を持って公正価値を測定できない取
引相場のない資本投資を除き、各報告期間末日に公正価値で測定される。売却可能資本性商品にかかる配当金は、
当社グループの配当受領権が確立した時に損益に計上される。売却可能金融資産の帳簿価格のその他の変動は、そ
の他包括利益に計上され、その他準備金という表題で累積される。投資が処分されるまたは減損が決定されると
き、その他準備金に従前蓄積した累積損益は損益に振り替えられる。

活発な市場の相場価格がなく、信頼性を持って公正価値を測定できない売却可能資本投資は、各報告期間末日に
取得原価から識別された減損損失を控除して測定される。

 

金融資産の減損

金融資産は、各報告期間末に減損の兆候があるか評価される。金融資産は、金融資産の当初認識後に生じた1つ
以上の出来事の結果として、金融資産の見積将来キャッシュ・フローが影響を受けているという客観的証拠があれ
ば、減損すべきか検討される。売却可能資本投資については、証券の公正価値がその取得原価を下回る程度が重大
または長引いている場合は、減損の客観的証拠があると考えられる。

すべてのその他金融資産については、減損の客観的証拠は以下を含みうる。

・　発行者または相手方の重要な財政難

・　利息及び元本の支払不能または支払遅延のような契約不履行

・　借手が破産手続または財務再編に入る可能性が高い

取得原価で記帳されている金融資産については、減損損失の金額は、資産の帳簿価格と類似の金融資産にかかる
現在の市場利益率で割り引かれた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として測定される。

取得原価で記帳されている金融資産については、減損損失の認識額は、資産の帳簿価格と当該金融資産の当初の
実効金利率で割り引かれた見積将来キャッシュ・フローの現在価値との差額である。

金融資産の帳簿価格は、引当金勘定を使って帳簿価格を減額する売掛金及びその他未収入金を除き、すべての金
融資産について減損損失が直接控除される。売掛金及びその他未収入金が回収不能とみなされるとき、引当金勘定
に対して償却される。過去に償却した額が事後的に回復した場合、損益に貸方記帳される。

売却可能金融資産が現存しているとみなされるとき、その他包括利益にそれまで計上した累積損益は当期の損益
に振り替えられる。

償却原価で測定された金融資産については、もしその後の期において、減損損失の額が減少し、当該減少が減損
認識後に発生した事象に客観的に関連している場合、過去に認識した減損損失は、減損戻入日の投資の帳簿価格
が、減損が認識されなかった場合の償却原価の範囲内で損益を通じて戻入される。

売却可能資本投資に関連して、過去に損益に計上された減損損失は、損益を通じて戻入されない。減損後のいか
なる公正価値の増加もその他包括利益に計上され、その他準備金に累積される。
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金融負債及び資本性商品

グループ企業が発行した負債性及び資本性金融商品は、契約の約定並びに金融負債及び資本性商品の定義に実質
的にしたがって金融負債か資本のいずれかとして分類される。

 

資本性商品

資本性商品は、その負債のすべてを控除した後のグループ資産への残余持分を証拠付けるあらゆる契約である。
当社が発行した資本性商品は、直接発行費を除く受取純額で認識される。

 

金融負債

IAS第39号の範囲である金融負債は、損益を通じた公正価値の金融負債または償却原価の金融負債に分類され
る。当社グループは、当初認識時に金融負債の分類を決定する。借入金、買掛金及び支払手形、その他未払金、短
期及び長期社債並びに長期負債を含む当社グループの金融負債は、（もしあれば）直接起因する取引費用を控除し
た純公正価値で当初認識される。

当初認識後、償却原価の金融負債は、割引効果が重要ではなく取得原価で表示される場合を除き、実効金利法を
使った償却原価で事後測定される。負債の認識が中止されたとき、損益が損益として計上される。実効金利償却は
損益における金融費用に含まれる。

 

金融保証契約

金融保証契約とは、特定の債務者が支払期限到来時に債務の契約条件に従った支払が出来なくなった場合に債権
者が被る損失を填補するために、保証発行者が特定の支払を行うことを要求する契約である。

当社グループが発行する金融保証契約は、公正価値で当初測定され、FVTPLに指定されなければ、以下のいずれ
か高い額で事後測定される。

i.　IAS第37号「引当金、偶発債務. 及び偶発資産」に従って決定される契約下の債務の額

ii.　適切な場合は、保証期間にわたり認識される累積償却額を控除した当初認識額

 

認識の中止

当社グループは、資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効するとき、または、金融資産及び
当該資産の所有にともなう実質的にすべてのリスクと便益を他の企業に移転するときにのみ、金融資産の認識を中
止する。当社グループが移転した金融資産の所有にともなう実質的にすべてのリスクと便益を留保している場合、
当社グループは引き続き当該金融資産及び関連金融負債を認識する。

金融資産の認識中止にあたり、資産の帳簿価格と、対価の受取額及び未収額並びにその他包括利益に計上され資
本に蓄積された累積損益の合計額との差額は損益に計上される。

当社グループは、当社グループの債務が免責され、撤回され、または失効したとき及びそのときにのみ、金融負
債の認識を中止する。認識中止された金融負債の帳簿価格と対価の受取額及び未収額との差額は損益に計上され
る。
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有形資産及びのれん以外の無形資産の減損

減損の兆候があるとき、資産の回収可能額が見積もられる。資産の回収可能額は、資産の使用価値と除却費用控
除後の公正価値のいずれか高い額であり、その資産が他の資産又は資産グループから発生するものから大幅に独立
したキャッシュ・インフローを生じる場合で、回収可能額が資産の属する現金生成単位に関して決定される場合に
は、個別資産について決定される。

減損損失は、資産の帳簿価格が回収可能額を上回る場合にのみ認識される。使用価値の見積りにおいて、見積将
来キャッシュ・フローは、現金の時間価値及び将来キャッシュ・フローの見積りが調整されなかった資産に特有の
リスクの現在市場評価を反映する税引前割引率を使って、現在価値に割り引かれる。減損損失は、その他の損益と
して損益に借方計上される。

過去に認識した減損損失がもはや存在していないか減少しているという兆候があるかどうかについて、各報告年
度末日に評価がなされる。そのような兆候が存在する場合、回収可能額が見積もられる。過去に認識した資産の減
損損失は、当該資産の回収可能額の決定に使われる見積りに変更があった場合にのみ、仮に過年度に当該資産に関
して減損損失が認識されなかったならば決定されたであろう帳簿価格（減価償却費/償却費控除後の純額）よりも
高くない金額まで戻入される。そのような減損損失の戻入はそれが生じた年の損益に貸方計上される。

 

 

5. 重要な会計上の見積りおよび仮定

見積りおよび仮定は継続的に評価されており、過去の実績やその他の要因（その状況において妥当と考えられる
将来の事象に関する予想を含む）に基づいている。当社グループは、将来に関する見積りおよび仮定を行ってい
る。その結果行われる会計上の見積りは、定義上、関連する実際の結果と一致することはほとんどない。翌事業年
度において資産および負債の帳簿価額に対する金額的に重要性のある調整が必要になるという重要なリスクを伴う
見積りおよび仮定については、以下に記載されている。

 

（a） 非流動資産の減損

有形固定資産、土地使用権、採掘権および無形資産を含む非流動資産は、償却累計額控除後の取得原価で計
上される。帳簿価額を回収できない可能性を示す事象や状況変化が生じた場合、これらの帳簿価額の減損の有
無について検討される。資産の帳簿価額が回収可能価額を上回る金額は、減損損失として認識される。回収可
能価額は、資産の売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の価額である。資産の回収可能価額
を見積る際、非流動資産に伴う将来キャッシュ・フローや割引率といった様々な仮定が行われる。将来の事象
がそのような仮定と一致しない場合、回収可能価額は修正される必要があり、これにより当社グループの経営
成績または財政状態に対して影響が及ぼされる場合がある。

 

石炭セグメント非流動資産に係る減損評価

当社グループの鉱山の特定の不満足な財務成績により、経営陣の評価に基づき、25.28十億人民元に及ぶ当社
グループの非流動資産（4つのCGUに関連する採掘権、有形固定資産、土地使用権、無形資産、およびその他非
流動資産を含む）が、2017年12月31日時点で減損の兆候を示した。

経営陣は、減損の兆候を示す当該CGUに関して減損テストを実施した。当該CGUの回収可能価額は、売却費用
控除後の公正価値、または使用価値のいずれか高い金額である。使用価値決定に際して割引キャッシュ・フ
ロー・モデルに採用された主要な仮定、および算定基礎には、下記が含まれる。

・　将来の石炭価格：現在の市場価格、および石炭市場に影響を与え得る要因に関する経営陣の分析に基づ
く。

・　石炭生産量：経営陣の生産計画に基づくが、設計上の生産能力、および許可された生産能力の制限を受け
る。

EDINET提出書類

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド(E05990)

訂正有価証券報告書

24/90



・　石炭生産コスト：生産フェーズにある炭鉱では、将来の生産コストに影響を与え得る要因を考慮に入れ、
過去の生産コスト費用に基づく。開発フェーズにある炭鉱では、炭鉱設計書類上の予想生産コストに基づ
く。

・　資本的支出：最新の予算、および固定資産入替の過去データに基づく。

・　割引率：当該CGU特有のリスクを反映する加重平均資本コスト。

当社グループがこの見積りのためにすべての利用可能な情報を使ったにもかかわらず、固有の不確実性が存
在し、実際の償却額は見積額よりも高いあるいは低い場合がある。建物、工場及び設備、採掘資産及び土地使
用権の帳簿価格は、それぞれ注記16、17及び19に開示されている。

 

（b） 有形固定資産の耐用年数

当社グループの経営陣は、有形固定資産の見積耐用年数および関連する減価償却費を決定する。この見積り
は、同様の性質および機能を持つ有形固定資産の過去の実際の耐用年数に基づいている。当該耐用年数は、技
術革新および激しい業界サイクルに対応した競合他社の行動の結果、大幅に変わる可能性がある。経営陣は、
耐用年数が以前に見積られた年数を下回る場合に減価償却費を増額したり、廃棄あるいは売却された技術的に
陳腐化した資産や非戦略的資産について償却または評価減を行ったりする場合がある。

 

（c） 石炭埋蔵量の見積り

石炭埋蔵量は製品量の見積りであり、当該製品は当社グループの資産から経済的および法的に採掘可能なも
のである。埋蔵量を算出するためには、量的、等級、生産技術、回収率、生産コスト、輸送コスト、商品需要
および商品価格を含む地質的要因、技術的要因および経済的要因の値域に関する見積りや仮定が必要である。

埋蔵の量および/または等級の見積りには、掘削サンプルのような地質データの分析から判断される、鉱体の
大きさ、形状、および深さ、または採掘現場の深さが必要である。見積過程では、複雑で難解な地質学的判断
およびデータを解明するための計算が必要となる可能性がある。

石炭埋蔵量の見積りで使用される経済的仮定はその期間毎に変わるため、また追加的な地質データが操業の
過程において発生するため、石炭埋蔵量の見積りは期間毎に変更される可能性がある。報告した埋蔵量の変動
は、当社グループの業績および財政状態に対して、下記の事項を含む様々な影響を及ぼす可能性がある。

- 見積将来キャッシュ・フローの変更により、資産の帳簿価額に影響が及ぼされる可能性がある。

- 損益に計上されている減価償却費、減耗償却費および償却費は、当該費用が製造量単位ベースで決定され

ている場合、または資産の経済的耐用年数が変更されている場合に変更される可能性がある。

- 閉鎖、復旧および環境コストに対する引当金は、埋蔵量の見積りの変更によりこれらの活動の時期または

費用に関する予想に影響が及ぼされる場合に変更される可能性がある。

- 優遇税制の利益を受ける可能性の見積りの変更により、繰延税金資産の帳簿価額が変更される可能性があ

る。

 

（d） 売掛金およびその他の債権の減損

当社グループの経営陣は、売掛金およびその他の債権の減損に対して引当金を決定する。この見積りは、顧
客の信用履歴および現在の市況に基づいている。経営陣は、各貸借対照表日に当該引当金を再評価する。
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（e） 法人税等

当社グループは、多数の税務管轄地において法人税等の義務がある。通常の事業の過程において、最終的な
税額が未確定な事象および取引が多数存在する。これら各税務管轄地における法人税等引当金を決定するため
に、重要な判断が当社グループに要求される。当該問題に関する最終的な税額が当初の計上額と異なる場合、
当該差額は、当該金額が決定された期間の法人税等および繰延税金引当金に反映されることになる。さらに、
繰延税金資産の実現は、税務上の恩恵および繰越欠損金の利用に必要な十分な課税所得を将来の年度に生み出
す当社グループの能力にかかっている。将来の収益性の見積りとのずれや法人税率のずれにより、損益に重要
な影響を及ぼす可能性がある将来の税金資産および負債の価値に対して調整が必要になることがある。

 

（f） 閉鎖、復旧および環境コストに係る引当金

閉鎖、復旧および環境コストに係る引当金は、中国の既存の関連規制を勘案した上で、過去の実績および将
来の支出に関する最善の見積りに基づき、経営陣により決定される。ただし、現在の採掘活動による土地およ
び環境に対する影響が将来の年度に現れる範囲において、関連コストの見積りはその時々において修正される
可能性がある。

 

（g） 繰延剥土費用

露天採鉱の剥土費用の会計処理は、剥土活動に関連する将来の便益が発生するかどうかに係る経営陣の見積
りに基づいている。当該見積りは、実際の地質条件、石炭埋蔵量および経営陣の将来の産出計画の変更により
影響を受ける。

 

 

6. セグメント情報

6.1 一般情報

（a） 経営陣が、事業体の報告セグメントを識別する上で用いた要因

主要事業決定権者（以下「CODM」という）は、プレジデント・オフィス（總裁辦公會）と位置づけられてい
る。

当社グループの事業及び報告セグメントは、種々の製品およびサービスを提供する事業体または事業体のグ
ループである。以下の報告セグメントは、資源配分および業績評価の目的で当社のCODMに内部報告される情報
の様式と整合した方法で表示されている。セグメントは、製品およびサービスの様々な性質、セグメントが運
営されている生産プロセスおよび環境によって管理されている。数社の多角事業に携わる事業体を除き、大部
分の事業体はひとつの事業セグメント下における単一事業に従事している。1つ超のセグメントを運営する事業
体の財務情報は、CODMのレビューを受けるにあたり、個々のセグメント情報を表示する目的で分離されてい
る。

 

（b）事業及び報告セグメント

当社グループの事業及び報告セグメントは、石炭、石炭化学、採掘機械および財務である。

・　石炭－石炭の生産および販売

・　石炭化学－石炭化学製品の生産ならびに販売

・　採掘機械－採掘機械の製造および販売

・　金融－当社グループ、およびチャイナ・コール・グループ内企業に対する、預金、貸付金、手形引受、割
引、およびその他金融サービスの提供

また、報告対象ではないアルミニウム、発電、設備売買代理サービス、入札サービス及びその他の重要でな
い製造に関連するセグメントは、「その他」セグメント区分にまとめて開示されている。
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6.2 事業及び報告セグメント別の損益、資産および負債に関する情報

（a） 事業及び報告セグメント別損益、資産および負債の測定

CODMは、税引前損益に基づき業績を評価する。当社グループはセグメント間の売上および振替について、第
三者に対する売上または振替と同様の－すなわち現在の市場価格等で－会計処理を行う。セグメント別情報の
金額は人民元建となっており、CODMが使用している報告書の金額と一致する。

セグメント資産および負債は、セグメントによりその事業活動において使用されており、かつ当該セグメン
トに直接帰属するか、もしくは合理的な基準に基づき当該セグメントに分配可能な事業資産および負債であ
る。セグメント資産及び負債は、繰延税金資産、繰延税金負債、未払税金又は前払税金及び本社の資産及び負
債を除いている。

 

（b） 報告セグメント利益/（損失）、資産および負債
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6.3 地域別情報

当社グループの外部顧客からの売上高に係る情報は、事業の地理的所在地にもとづいて表示されている。当社グ
ループの非流動資産に係る情報は当該資産の地理的所在地にもとづいて表示されている。

売上高の分析

 

非流動資産の分析

注：上記の非流動資産には、金融商品および繰延税金資産は含まれていない。

 

当社グループの2017年及び2016年の売上高の10％以上にのぼる単独の外部顧客への売上はなかった。

 

 

7. 売上高
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8. その他の損益

 

 

9. 金融収益および費用

注：

適格資産に資産計上された金融費用の資産化率は、以下の通りである。
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10. 性質上、費用とされるもの

売上原価、販売費および一般管理費に含まれる費用の内訳は、以下の通りである。

注：

（a） 損益計算書に計上された減価償却費の内訳は以下の通りである。

（b） 損益計算書に計上された償却費の内訳は以下の通りである。

（c） 損益計算書に計上された人件費（取締役への報酬を含む）の内訳は以下の通りである。
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11. 従業員給付費用

注：

（a）これらの金額には主に、中国における政府管掌の住宅基金に対する当社グループによる拠出金（従業員の
基本給の12％から25％の割合。2016年：12％から25％）が含まれている。

 

（b）当社グループは、中国における関連する地方および省政府が運営する様々な年金制度に加入している。当
該制度のもとで、当社グループは、適用される現地の規制に応じて従業員の基本給与の5％から20％（2016
年：5％から20％）の割合で当該制度に毎月一定額を拠出するよう要求されている。2011年1月1日より、当
社グループは適格従業員に対する補助的年金制度にも毎月一定額を拠出している。

 

報酬上位5名の従業員

当期中における当社グループの報酬上位5名の従業員は以下の通りであった。

非取締役である個人への報酬支払の内訳は以下の通りであった。

当社の非取締役である従業員に支払われた高額報酬の人数は、報酬額の範囲ごとに以下の通りであった。
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12. 取締役の報酬及び利益

（a）取締役、監査役及び最高責任者の報酬

2017年12月31日に終了した事業年度の取締役および監査役の報酬は以下の通りである。

注

1. ガオ・ジィェンジュン氏は2017年3月17日に当社の業務執行取締役及び社長の職を辞任した。パン・イ

氏は2017年3月17日に業務執行取締役に任命され、非業務執行取締役を辞任した。ニウ・ジァンファ氏
は2017年12月19日に業務執行取締役に任命された。

2.　ドゥ・ジァン氏は2017年6月26日に非業務執行取締役に任命された。

3.　2017年6月26日に、ジャン・チェンジー氏及びリュン・チョンシュン氏は社外非業務執行取締役に任命
され、ザオ・ペイ氏及びウェイ・ウェイフォン氏は社外非業務執行取締役の職を辞任した。

4.　ザオ・ロンヂェァ氏は2017年3月22日に当社の監査役の職を辞任した。ワン・ウェンツァン氏は2017年
6月26日に当社の監査役に任命された。

 

2016年12月31日に終了した事業年度の取締役および監査役の報酬は以下の通りである。
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上表の社外非業務執行取締役の報酬は、当社の取締役としてのサービスに対するものである。

上表の業務執行取締役及び監査役の報酬は、主に当社グループの業務管理に関連するサービスに係るもの
である。

 

注

リ・ヤンジャン氏、ガオ・ジィェンジュン氏、ニウ・ジァンファ氏、パン・イ氏、リィゥ・ヂーヨン氏、
ドゥ・ジァン氏、シィァン・シュジャ氏、ジョウ・リータオ氏及びザオ・ロンヂェァ氏はチャイナ・コー
ル・グループから報酬を受け取っており、その一部は当社に対するサービスに関連している。

当該金額を当社へのサービスと親会社へのサービスに配分することは現実的でないと取締役は考えており、
配分は行われていない。

2017年12月31日に終了した事業年度において、各取締役に支払われたあるいは未払の報酬は、1,000,000香
港ドル（836,000人民元相当）以下であった。

 

（b） 取締役及び監査役の退職金

2017年12月31日に終了した事業年度において、当社及びその子会社の取締役及び監査役としての彼らの
サービスに関して、すべての取締役及び監査役に対して支払われた退職金は 99,000人民元（2016年：

130,000人民元）である。

当社またはその子会社が引き受ける業務の管理に関連するその他のサービスに関して、彼らに支払われた
その他の退職金はなかった（2016年：なし）。
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（c） 取締役及び監査役の辞任報酬

2016年及び2017年12月31日に終了した事業年度において、早期辞任に対する報酬として当社から取締役及
び監査役に支払われたものはなかった。

 

（d）2016年及び2017年12月31日に終了した事業年度において、取締役及び監査役のサービスを利用可能にするた
めに第三者に提供された報酬はなかった。

当社の取締役及び監査役としてのサービスを利用可能にするために従前の雇用主に支払われたものはな
かった（2016年：なし）。

2016年及び2017年12月31日に終了した事業年度並びに2016年及び2017年12月31日現在において、取締役及
び監査役の利益のために、当社または子会社が会社として引き受けた借入、準借入、その他の取引はなかっ
た。

 

（e）当年度末時点または当年度のいかなる時点においても、当社グループの事業に関連して、当社が当事者であ
り、直接・間接にかかわらず、当社の取締役または監査役が重要な利益を有する重要な取引、合意、契約は存
在しなかった。

2016年及び2017年12月31日に終了した事業年度において、報酬を放棄した当社の取締役または監査役はい
なかった。

 

（f）2016年及び2017年12月31日に終了した事業年度において、当社の取締役または監査役が放棄した報酬はな
かった。

 

（g）当社グループの当期税引後利益に対する割合にもとづいて決定される賞与受給の権利を得た当社の業務執行
取締役はいなかった。

 

 

13. 法人税等費用

注：

（a） 中国法人税等（以下「EIT」という。）に係る引当金は25％の法定法人税率で算定されている。2017年度

および2016年度の適用法人税率は、現在当社グループを構成している各企業の課税所得に関して、関連する
中国の法人税法および規則に従って決定された25％となっているが、特定の子会社については関連する中国
の税法および規則に基づき15％の優遇税率で課税されている。

 

（b） 当社グループの税引前利益に対する課税額は以下の通り当社グループが事業を行っている管轄地において

適用されている利率を用いた場合に生じる理論上の金額とは異なる。
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2017年12月31日終了年度の実効税率は23％（2016年度：10％）である。

 

（c） その他の包括利益の要素に関係する税金費用は、以下の通りである。

 

14. 配当金

2017年12月31日に終了した事業年度に関する配当1株に付き0.055人民元（合計配当額：724,328,000人民元）
は、当社の取締役により提案されており、2017年度の年次通常総会の承認される予定である。本財務書類は、この
未払配当金を反映していない。
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15. 1株当たり利益

基本的1株当たり利益は、当社株主に帰属する当期利益を、当年度中の発行済普通株式数13,258,663,000株で除
して算定されている。

2017年および2016年12月31日に終了した事業年度において、当社は希薄化の可能性のある証券を有していなかっ
たため、希薄化後1株当たり利益は基本的1株当たり利益と同額で表示されている。

 

 

16. 建物、工場及び設備
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2017年12月31日に終了した事業年度において、当社グループの減価償却費は、5,630,470,000人民元（2016年
度：5,515,659,000人民元）が売上原価に、531,365,000人民元（2016年度：563,371,000人民元）が販売費および
一般管理費に、357,973,000人民元（2016年度：386,696,000人民元）が建設仮勘定に、および53,783,000人民元
（2016年度：33,577,000人民元）が年度末現在未売却の棚卸資産の原価にそれぞれ計上された。

銀行借入金は、建物、工場、機械及び設備を担保に5,353,460,000人民元（2016年度：10,231,969,000人民元）
保証されている（注記31を参照）。

2017年12月31日時点、当社グループは、正味帳簿価額5,955,201,000人民元（2016年12月31日：4,730,318,000人
民元）の建物に関する所有権証を申請中であった。

2017年12月31日に終了した事業年度において、当社グループは、石炭化学セグメントに区分された子会社の中煤
能源黑龍江煤化工有限公司に関連して500,000,000人民元にのぼる建物、工場及び設備の減損損失を認識した。中
煤能源黑龍江煤化工有限公司の建物、工場及び設備の回復可能額は、経営陣によって承認された1年分の財務予算
と継続成長率を使ったそれ以降の年度分にもとづいて、10％の割引率による割引キャッシュ・フローの技法を使っ
た使用価値計算にもとづいて決定されている。使用価値計算に適用された主要な想定は、主にメタノールとガスを
参照した予想生産量と予想製品価格に関するものである。

市況の変動により、当年中に、当社は特定の仕掛中の建設計画の無期限停止を決定した。これらの建設仮勘定に
対して、252,785,000人民元（2016年度：86,042,000人民元）にのぼる減損損失が満額引き当てられた。
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17. 採掘権および探査権

2017年12月31日時点、採掘権を担保にした銀行借入金はなかった（2016年度担保提供額：300,000,000人民
元）。

償却費は、2017年および2016年12月31日に終了した事業年度において、主に売上原価に計上された。

2017年12月31日時点、当社の取締役陣は、当社グループの特定の採掘権に対して減損評価を実施し、当社グルー
プは、山西陽泉孟縣玉泉煤業有限公司の玉泉鉱山並びに山西中煤東坡煤業有限公司の匯中鉱山、金坡鉱山及び全安
鉱山に関してそれぞれ517,823,000人民元（2016年度：ゼロ）及び168,757,000人民元（2016年度：ゼロ）の採掘権
の減損損失を認識した。

玉泉鉱山に関連する現金生成単位の回復可能額は、経営陣によって承認された1年分の財務予算と継続成長率を
使ったそれ以降の年度分にもとづいて、12％の割引率による割引キャッシュ・フローの技法を使った使用価値計算
にもとづいて決定されている。使用価値計算に適用された主要な想定は、石炭の予想販売価格、石炭の備蓄及び予
想生産力に関するものである。

匯中鉱山、金坡鉱山及び全安鉱山に関連する採掘権の回復可能額は、除却コスト控除後の公正価値にもとづいて
決定されており、当社グループの経営陣は、関連資産の除却コスト控除後の公正価値は重要ではないと考えてい
る。
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18. 無形資産

償却費は、2017年および2016年12月31日に終了した事業年度において、主に売上原価並びに販売費及び一般管理
費に計上された。

その他無形資産は主に排出権およびコンピューター・ソフトウェアを含んでいる。
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19. 土地使用権
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銀行借入金は、土地使用権を担保に75,338,000人民元（2016年度：76,204,000人民元）保証されている。

当社グループの土地使用権は、リース期間が20年から50年間の中国における賃借地に対する前払オペレーティン
グ・リース料の支払額を示している。

償却費は、66,038,000人民元（2016年度：54,456,000人民元）が売上原価に、47,434,000人民元（2016年度：
53,934,000人民元）が販売費および一般管理費に、3,410,000人民元（2016年度：10,683,000人民元）が建設仮勘
定に、および53,000人民元（2016年度：887,000人民元）が年度末現在未売却の棚卸資産の原価にそれぞれ計上さ
れた。

2017年12月31日時点、当社グループは、正味帳簿価額655,248,000人民元（2016年：503,287,000人民元）の土地
使用権に関する所有権証を申請中であった。

2017年12月31日現在、当社の取締役陣は、当社グループの特定の土地使用権に対して減損評価を実施し、当社グ
ループは、山西中煤煜隆能源有限公司の煜隆鉱山に関して24,445,000人民元（2016年度：ゼロ）の土地使用権の減
損損失を認識した。煜隆鉱山に関連する土地使用権の回復可能額は、除却コスト控除後の公正価値にもとづいて決
定されており、当社グループの経営陣は、関連資産の除却コスト控除後の公正価値は重要ではないと考えている。
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20(a) 子会社

2017年12月31日時点の主要な子会社のリストは以下の通りである。

（a） 主要な子会社
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注：

華光資源有限公司を除くその他すべての子会社の決算期末日は12月31日が採用されている。

上海大屯能源股份有限公司（以下、「上海大屯」と言う）は長期社債1,000百万人民元を発行しており、当社グ
ループはそれに対して持分を有しないが、同社を除く子会社は当年度末においていかなる負債証券も発行して
いない。長期社債の詳細は注記32(d)に記載されている。

 

（b） 重要な非支配持分

2017年12月31日時点の非支配持分合計金額は、17,091,234,000人民元（2016年度：16,066,828,000人民元）
である。重要な非支配持分は下記に記載されている。

子会社が当社へ資金を移動する能力に関して重要な制約はない。

 

重要な非支配持分を有する子会社の要約財務情報

以下の記載は、当社グループにとって重要な非支配持分を有する各子会社の要約財務情報である。以下の要約財
務情報は、グループ会社間消去前の金額で表示されている。
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20(b) 関連会社に対する投資

以下の記載は、2017年12月31日時点の当社グループの関連会社である。取締役の見解によれば、これらの関連会
社は当社グループにとって重要である。すべての関連会社は非上場であり、株式の取引市場価格は存在しない。設
立あるいは登記の国は、主たる事業地でもある。

 

2017年、および2016年12月31日時点の性質上重要とされる関連会社に対する投資の内訳

関連会社の要約財務情報

以下の記載は、持分法を用いて会計処理されている当社グループにとって重要な関連会社の要約財務情報であ
る。
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要約財政状態計算書

 

要約損益計算書、および要約包括利益計算書

上記の情報は、関連会社の財務書類に表示される金額（当社グループの持分相当額ではない）を反映しており、
当社グループと関連会社の会計方針の相違は（もしあれば）、調整済みである。
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要約財務情報の調整

 

表示された要約財務情報の関連会社持分帳簿価額への調整

 

 

20(c) 合弁会社に対する投資

全ての合弁会社は非上場であり、株式の取引市場価格は存在しない。

2017年および2016年12月31日時点の重要な合弁会社に対する投資の内訳：
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合弁会社の要約財務情報

以下は、当社グループにとって重要な合弁会社の要約財務情報であり、持分法により会計処理されている。

要約財政状態計算書

 

要約損益計算書および要約包括利益計算書

上述の情報は合弁会社の財務書類に表示された金額（当社グループの持分相当額ではない）を反映しており、当
社グループと合弁会社との会計方針の相違は（もしあれば）、調整済みである。
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要約財務情報の調整

 

要約財務情報

 

21. 売却可能金融資産

売却可能金融資産には以下の項目が含まれる。

注：減損控除後の取得原価で計上される当該投資は、活発な市場における市場価格がなく、かつ信頼性をもって
公正価値を測定できない非上場会社への持分投資である。
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22. 長期受取債権

当該長期受取債権は、2017年および2016年12月31日において、支払期日が到来しておらず減損も生じていない。
長期受取債権の帳簿価額は、その公正価値に近似している。

 

 

23. その他の非流動資産

注：

（a） 当社グループの石炭資源の拡大戦略に従い、当社グループはいくつかの現地の石炭採掘の取得及び再建に

関する一連の合意に至っている。関連する法的手続がまだ進行中であるため、当該支払金額はその他の非流
動資産に計上されている。

（b）採掘権ライセンスおよび土地使用許可に関連する法的手続がまだ進行中であるため、当該支払金額はその他
の非流動資産に計上されている。これらの前払金は、関連する法的手続が完了次第、採掘権または土地使用
権へそれぞれ振替えられる。

（c）兄弟会社に対する当該貸付金は、無担保で貸借対照表日から12か月後に支払期日が到来するものであり、年
利4.75％から4.90％（2016年：4.75％）の利息が付される。
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24. 棚卸資産

当社グループの棚卸資産に対する減損引当金は、2017年12月31日現在136,165,000人民元（2016年度：
106,879,000人民元）である。

 

 

25. 売掛金および受取手形

注：

（a） 売掛金の分析は以下の通りである。

 

各貸借対照表日時点の製品納品日または役務提供日にもとづく売掛金の年齢分析は、以下の通りであ
る。
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売掛金の減損引当金の変動は以下の通りである。

2017年および2016年12月31日時点で、支払期日を超過しているが減損していない重要な売掛金はない。
個別に減損が生じている債権は、主に財政的に困難な状況下にある顧客に関連するものである。

当社グループは国内および国外に分散した多数の顧客を有しているため、売掛金に関する信用リスクの
集中はない。

当社グループには保証として担保が提供されていない。

関連当事者に対する売掛金は、当社グループと関連当事者間で締結している関連契約に従い、無担保、
無利息かつ要求払いである。

 

（b） 受取手形は、主に満期が1年未満（2016年度：1年未満）の銀行引受為替手形である。

 

（c） 売掛金および受取手形の帳簿価額は以下の通貨建である。

（d） 売掛金および受取手形の帳簿価額は、それらの公正価値に近似している。

 

（e） 2017年12月31日現在、236,983,000人民元（2016年度：298,331,000人民元）の受取手形が228,502,000人

民元（2016年度：296,952,000人民元）の支払手形の担保として銀行に提供されている。

2017年12月31日現在、100,885,000人民元（2016年度：199,883,000人民元）の受取手形が100,885,000人
民元（2016年度：199,883,000人民元）の借入金の担保として銀行に提供されている。

2017年12月31日現在、200,000,000人民元（2016年度：217,926,000人民元）の売掛金が135,000,000人民
元（2016年度：215,000,000人民元）の借入金の担保として銀行に提供されている。
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（f） 金融資産の譲渡

2017年12月31日現在、100,885,000人民元（2016年度：199,883,000人民元）の銀行引受手形が銀行に割
り引かれ、801,753,000人民元（2016年度：2,304,631,000人民元）の銀行引受手形が当社グループの供
給業者に裏書されているが、当社グループは、当該手形に関連する重要なリスクと便益を移転していな
いため、認識の中止はなされなかった。

2017年12月31日現在、当社グループは、4,499,931,000人民元（2016年度：5,921,422,000人民元）の銀
行引受手形を供給業者に裏書し、また、銀行で割り引いた。中国の関連法に従い、発行銀行が支払不履
行となった場合、受取手形保有者は当社グループに求償する権利を有する。当社の取締役の見解によれ
ば、当社グループは、当該受取手形に関連する所有権のすべてのリスクと便益を実質的に移転してお
り、したがって、受取手形及び関連未払金勘定の帳簿価額を完全に認識中止した。

当社グループの裏書及び割引手形に関する継続的関与がある場合、その損失への最大エクスポージャー
はそれらの帳簿価額に匹敵する。当社取締役の見解によれば、認識が中止された受取手形への当社グ
ループの継続的関与の公正価値は重要ではない。

 

 

26. 前払金およびその他の債権

注：

（a） サプライヤーに対する前渡金の分析は以下の通りである。

2017年および2016年12月31日現在、関連当事者への前渡金は、無担保、無利息である。
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（b） 貸付信託の内訳は以下の通りである。

注：

（i）2017年12月31日現在、合弁会社に対する貸付信託300,000,000人民元（2016年：1,250,000,000人民
元）は無担保で2018年中に返済されるものであり、年利は5.39％（2016年：元本850,000,000人民元分
が年利6.60％、元本400,000,000人民元分が年利5.23％）である。

2017年12月31日現在、合弁会社に対する貸付信託102,000,000人民元（2016年：102,000,000人民元）
は、無担保で、2018年中に返済されるものであり、年利は6.18％である。

 

（ii）2016年12月31日現在、兄弟会社に対する貸付信託110,000,000人民元は、無担保で2017年中に返済さ
れる。このうち100,000,000人民元は年利6.65％であり、10,000,000人民元は年利4.6％である。

 

（c） 親会社及び兄弟会社に対する貸付金は、無担保で、貸借対照表日より12ヶ月以内に返済されるものであ

り、年利4.35％～4.79％である。

 

（d） 関連当事者に対するその他の受取債権の分析は以下の通りである。

関連当事者に対するその他の受取債権は無担保、無利息かつ要求払いである。
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（e） 第三者からのその他の受取債権の各貸借対照表日時点の年齢別分析は、以下の通りである。

 

（f） 減損引当金は、主に第三者および関連当事者からの受取債権に関連するものである。

前払金及びその他の債権の減損引当金の変動は以下の通りである。

（g） その他の債権の帳簿価額は、それらの公正価値に近似している。

 

（h） その他の債権に対して担保は設定されていない。

 

（i） その他の債権の帳簿価額は、下記の通貨建である。
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27. 現金および銀行預金

注：

（a） 拘束性銀行預金は、規制により要求されている環境復旧基金及び変革基金のための預託金ならびに土地復

旧のための預託金、信用状保証預託金、銀行引受手形預託金、信用保証状、中煤財務有限責任公司（China

Coal Finance）の中国人民銀行への預託準備金を主に含んでいる。

 

（b） 2017年12月31日に終了した事業年度において、預金金利の範囲は、年率0.30％から6.20％（2016年度：

0.30％から3.25％）であった。

 

（c） 2017年12月31日現在、675,546,000人民元（2016年度：578,629,000人民元）の預金が、1,272,024,000人

民元（2016年度：782,861,000人民元）の銀行引受手形発行の担保として銀行保証されている。

 

（d） 預金ならびに現金および現金同等物は、以下の通貨建である。

 

現金および銀行預金は主に、中国の銀行における人民元建の預金である。これら人民元建預金の外貨への交
換ならびに中国国外への送金は、中国政府により公布された外国為替管理の一定の規則および規定の制約を
受けている。

 

（e） 銀行預金の帳簿価額は、公正価値に近似している。
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28. 買掛金および支払手形

注：

（a） 買掛金の内訳は以下の通りである。

 

関連当事者に対する買掛金は、無担保、無利息であり、当社グループと関連当事者間で締結している関連契
約に従って支払われる。

納品日及び役務受領日にもとづく各貸借対照表日における買掛金の年齢分析は以下の通りである。

（b） 買掛金および支払手形の帳簿価額は、以下の通貨建である。

（c）  買掛金および支払手形の帳簿価額は、その公正価値に近似している。

 

（d） 2017年 12月 31日現在、675,546,000人民元（2016年度：578,629,000人民元）の定期預金が、

1,272,024,000人民元（2016年度：782,861,000人民元）の銀行引受手形発行の担保として銀行に提供されて
いる（注記27（c））。

2017年12月31日現在、236,983,000人民元（2016年度：298,331,000人民元）の受取手形が228,502,000人民
元（2016年度：296,952,000人民元）の支払手形の担保として銀行に提供されている（注記25（e））。
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29. 未払金、前受金およびその他の未払金

注：

（a） 顧客預り金および前受金の内訳は以下の通りである。

（b）当該残高は、兄弟会社が、当社91％所有子会社である中煤財務有限責任公司（以下「中煤財務」とい
う。）に預けた普通預金を示す。当該預金は、無担保、要求払いまたは貸借対照表日後12ヶ月以内に清算さ
れ、利率が年利0.35％から3.15％であった。

 

（c）関連当事者に対するその他の債務の内訳は、以下の通りである。

関連当事者に対する債務は、無担保、無利息かつ要求払いである

 

（d）未払費用、前受金およびその他の未払金の帳簿価額は、その公正価値に近似している。

 

（e）2016年及び2017年12月31日現在、未払金およびその他の未払金の帳簿価額は、すべて人民元建である。
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30. 短期社債

2017年7月20日、当社は額面各100人民元で3,000,000,000人民元の1年短期社債を発行し、引受手数料7,500,000
人民元控除後の合計2,992,500,000人民元を受領した。当該社債は、固定表面利率が年率4.53％であり、当該利息
は期日到来時に支払われる。

 

 

31. 借入金
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注：

（a） 2017年12月31日現在の当社グループの長期借入金は以下の通り返済される。

 

（b）2017年12月31日現在、当社グループの借入金のエクスポージャーは以下の通りである。

当社グループの借入金に対する実効金利（契約金利とも等しい）の範囲は以下の通りである。

 

（c）2017年及び2016年12月31日現在のすべての借入金は人民元建であった。

 

（d）保証付き借入金の内訳は以下の通りである。
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（e）担保付き借入金の内訳は以下の通りである。

当社グループのその他の借入金は全て、無担保の銀行借入金である。

 

 

32. 長期社債

注：

（a） 2012年9月18日に、当社は額面各100人民元で50,000,000口の社債を発行し、合計5,000,000,000人民元を

受領した。当該社債は期日が到来する2019年9月19日に全額償還される。当該社債は、表面利率が年率
5.12％であり、発行後7年間毎年9月19日に利息が支払われる。実効利率は年率5.38％である。

さらに、当社は、引受人に対し引受手数料84,000,000人民元の支払義務があり、毎年12,000,000人民元ずつ
7回に分けて支払う。第1回目の12,000,000人民元の支払は当該取引完了日の2012年9月19日に支払済みであ
り、その後6年間毎年9月19日に同額が支払われる。

 

（b） 2013年7月23日に、当社は額面各100人民元で50,000,000口の社債を発行し、合計5,000,000,000人民元を

受領した。当該社債は期日が到来する2020年7月25日に全額償還される。当該社債は、表面利率が年率
5.26％であり、発行後7年間毎年7月25日に利息が支払われる。実効利率は年率5.51％である。

さらに、当社は、引受人に対し引受手数料84,000,000人民元の支払義務があり、毎年12,000,000人民元ずつ
7回に分けて支払う。第1回目の12,000,000人民元の支払は当該取引完了日の2013年7月25日に支払済みであ
り、その後6年間毎年7月25日に同額が支払われる。

 

（c） 2013年9月16日に、当社は額面各100人民元で50,000,000口の社債を発行し、合計5,000,000,000人民元を

受領した。当該社債は期日が到来する2020年9月18日に全額償還される。当該社債は、表面利率が年率
5.60％であり、発行後7年間毎年9月18日に利息が支払われる。実効利率は年率5.85％である。

さらに、当社は、引受人に対し引受手数料84,000,000人民元の支払義務があり、毎年12,000,000人民元ずつ
7回に分けて支払う。引受人と合意した通り、第1回目の12,000,000人民元は、2014年9月18日に支払済であ
り、その後6年間毎年9月19日に同額が支払われる。
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（d） 2014年10月23日に、上海大屯は額面各100人民元で10,000,000口の社債を発行し、引受手数料15,000,000

人民元控除後の合計985,000,000人民元を受領した。当該社債は期日が到来する2019年10月23日に全額償還
される。当該社債は、表面利率が年率5.28％であり、発行後5年間毎年10月23日に利息が支払われる。実効
利率は年率5.63％である。

 

（e） 2015年6月17日に、当社は額面各100人民元で100,000,000口の社債を発行し、合計10,000,000,000人民元

を受領した。当該社債は期日が到来する2022年6月18日に全額償還される。当該社債は、表面利率が年率
4.95％であり、発行後7年間毎年6月18日に利息が支払われる。実効利率は年率5.20％である。

さらに、当社は、引受人に対し引受手数料168,000,000人民元の支払義務があり、毎年24,000,000人民元ず
つ7回に分けて支払う。引受人と合意した通り、第1回目の24,000,000人民元は、2015年6月18日に支払済で
あり、その後6年間毎年6月18日に同額が支払われる。

 

（f） 2017年7月20日に、当社は額面各100人民元で10,000,000口の社債を発行し、引受手数料3,000,000人民元

控除後の合計997,000,000人民元を受領した。当該社債は、期間5年で表面利率が年率4.61％であり、毎年7
月20日に利息が支払われる。社債保有者による償還実行権とともに、当社は3年目末に表面利率を調整する
権利がある。

 

当該社債は、発行日に支払われたあるいは未払の手数料控除後の受取合計額で当初認識されている。未払利息お
よび未払手数料のうち1年以内期日到来分は、以下の通り未払利息およびその他未払金に計上されている。

長期社債の公正価値は下記の通りである：

長期社債の公正価値は、公正価値ヒエラルキーのレベル1範囲内であった。
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33. 繰延税金

連結財政状態計算書の表示上、特定の繰延税金資産および負債は相殺されている。以下は、財務報告目的の繰延
税金残高の分析である。

繰延税金勘定の変動総額は以下の通りである。

繰延税金資産は、関連する税務上の恩典が将来の課税所得を通じて実現する可能性が高い金額の範囲内で、税務
上の繰越欠損金及び減算可能一時差異に対して認識される。当社グループは、一部子会社の2017年12月31日時点の
税務上の累積欠損金1,150,318,000人民元（2016年度：1,134,708,000人民元）及び減算可能一時差異
1,239,169,000人民元（2016年度：478,930,000人民元）に関して、繰延税金資産を認識しなかった。この累積欠損
金は、2018年から2022年までの間に失効する。経営陣がこうした税務上の欠損金及び減算可能一時差異が予測可能
な将来において使用されない可能性が50％超あると考えているため、当社グループはこれら繰延税金資産を認識し
ていない。

繰延税金資産として認識されていない税務上の欠損金は、以下の事業年度に失効する。

EDINET提出書類

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド(E05990)

訂正有価証券報告書

64/90



当年度における繰延税金資産および負債の変動額（同一の税務管轄内の資産負債残高の相殺を考慮しない）は以
下の通りである。

繰延税金資産：

 

繰延税金負債：

 

注：

（a） 中国政府の特定の規則に従い、当社グループは、将来開発基金（注記37（b））、安全基金（注記37

（c））、変革基金および環境復旧基金（注記37（d）(i)）、ならびに持続可能開発基金（注記37（d）
(ii)）（以上合わせて「炭鉱基金」という。）を積み立てることが要求されている。2011年4月30日以前に
おいて当該金額が積み立てられる場合、税務上では積み立てられた時点で控除可能であるが、会計上では積
み立てられた基金が使用される時点で費用処理されることから、税務上の超過控除額に関して繰延税金負債
が一時差異として計上される。

2011年5月1日より有効となる中国政府の新しい税務規則に従い、将来開発基金および安全基金は積み立てら
れた時点における税務上の控除は認められなくなり、積み立てられた基金が使用される時点でのみ控除可能
となる。従って、2011年5月1日以降において、当該炭鉱基金に対する追加の繰延税金負債は計上されない。
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34. 閉鎖、復旧および環境コストに係る引当金

採掘活動により地盤沈下が生じる場合があり、その結果採掘地の居住者に損失を与える可能性がある。関連する
中国の規制に従って、当社グループは、地盤沈下により生じた損失に関して居住者に補償金を支払う、あるいは特
定の許容しうる状態まで採掘地を復旧するよう要求される。

現行の法律に基づき、経営陣は当社グループの財政状態または経営成績に重要な悪影響を及ぼす可能性のある負
債はないと考えている。しかしながら、中国政府は、より厳しい環境基準の適用に向けて既に動いており、さらに
前進していく可能性がある。環境に係る負債は、修復努力に係る最終的費用を見積る当社グループの能力に影響を
及ぼす少なからぬ不確実性に左右される。これらの不確実性には、（i）様々な土地（操業中、閉鎖あるいは売却
済に関わらず炭鉱および土地開発地域を含むが、これらに制限されない）における汚染の正確な状態および程度、
（ⅱ）必要な浄化努力の程度、（ⅲ）代替的修復戦略の変動費用、（iv）環境修復要件の変更、ならびに（v）新
たな修復地の特定が含まれる。

閉鎖、復旧および環境浄化費用に係る引当金は、過去の経験、および支出予想額を正味現在価値まで割引くこと
による将来の支出の最善の見積りに基づき、経営陣により決定されている。しかしながら、現在の採掘活動による
土地および環境への影響が将来の期間において明らかになりさえすれば、関連する費用の見積りは将来修正される
場合がある。閉鎖、復旧および環境浄化費用に関連して引き当てられた金額は、その時点で入手可能な事実および
状況に基づき、少なくとも年に一度見直され、引当金はそれに応じて修正される。

 

 

35. その他長期債務

注：

採掘権に対する債務は、主に採掘権購入に対する対価の未払残高である。

関連する購入契約に基づき、対価は2021年4月までに分割で支払われる。当該債務のうち1年以内期日到来分
は、その他の未払金に含まれる（注記29）。
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36. 株式資本

2017年および2016年12月31日終了年度において、当社の発行済資本の変動はなかった。

 

注：

（a）A株式は全ての重要な点においてH株と同等である。

 

（b）2017年および2016年12月31日現在、チャイナ・コール・グループの完全所有子会社である中煤能源香港有
限公司（China Coal Hong Kong Company Limited）は、当社のH株約132,351,000株を保有しており、これは

当社の株式資本合計の1.00％に相当する。

 

 

37. 準備金
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注：

（a） 法定準備金

中国の会社法および当社の定款により、当社は、関連する会計原則および中国企業に適用される財務規則
（以下「中国GAAP」という。）ならびに当社に適用される規制に従って決定された税引後利益の10％を、当
社の登録資本金の50％に達するまで法定準備金に配分する必要がある。当該準備金に対する利益処分は、株
主に対する配当金支払前に上述の50％閾値に達するまで行わなければならない。法定準備金は、前年度に損
失が発生している場合、当該損失の相殺に利用できる。また、資本計上後の法定準備金の残高が当社の株式
資本の25％を下回らないことを条件として、当該準備金の一部を当社の株式資本として資本計上することが
できる。

 

（b） 将来開発基金

関連する中国の規制に従って、当社グループは、採掘された石炭原料1トン当たり6人民元から8人民元
（2016年度：6人民元から8人民元）の金額を将来開発基金に積み立てる必要がある。当該基金は石炭採掘事
業の将来における開発に利用可能であるが、株主に分配することはできない。適格な開発費が発生した場
合、同額が将来開発基金から利益剰余金に振替えられる。

 

（c） 安全基金

中国財政部および国家安全生産監督管理総局が発布した特定の規則に従い、石炭事業に従事している当社グ
ループの子会社は、採掘された石炭原料1トン当たり10人民元から30人民元の金額を安全基金に積み立てる
必要がある。石炭化学、機械製造、冶金、その他関連事業に従事している当社グループの子会社は、売上の
一定割合の金額を安全基金に積み立てる必要がある。当該安全基金は、安全施設、環境改善のために利用可
能であるが、株主に分配することはできない。適格な安全費用が発生した場合、同額が安全基金から利益剰
余金に振替えられる。

 

（d） 石炭採掘に関連するその他基金

（i） 変革基金および環境復旧基金

2007年11月15日に、山西省行政が公布した2007年10月1日より実施されている2つの規制に従い、山西
省に所在する当社グループの炭鉱会社は、炭鉱産業変革基金および環境復旧基金として、採掘された
石炭原料1トンに付きそれぞれ5人民元および10人民元を積み立てる必要がある。関連する規制に従
い、その基金は特に炭鉱産業の変革費用と土地復旧および環境費用として活用される予定であるが、
株主に分配することはできない。適格な変革費用および環境復旧費用が発生した場合、同額が変革基
金および環境復旧基金から利益剰余金に振替えられる。

山西省行政が公布した規制に従い、2013年8月1日以降、変革基金および環境復旧基金の積立は要求さ
れなかった。

 

（ii） 持続可能開発基金

2010年10月20日に江蘇省徐州行政が公布した規制に従い、徐州に所在する当社グループの子会社は、
持続可能開発基金として、採掘された石炭原料1トンに付き10人民元の金額を積み立てる必要がある。
その基金は炭鉱の変革費用と土地復旧および環境費用として活用される予定であるが、株主に分配す
ることはできない。適格な費用が発生した場合、同額が持続可能開発基金から利益剰余金に振替えら
れる。当該地方政府の関連要件に従い、2014年1月1日以降、持続可能開発基金の積立は行われなかっ
た。
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（e） 共通支配下における子会社の取得から生じる修正再表示

2017年8月22日、当社グループは、チャイナ・コール・グループから、チャイナ・ジャパン・コールに対す
る資本持分100％の取得を38,719,000人民元の現金対価にて、チャイナ・ナショナル・コール・グループ・
日本事務所（以下「日本事務所」と言う）に対する資本持分100％の取得及びチャイナ・ナショナル・コー
ル・インダストリー・ソウル事務所（以下「ソウル事務所」と言う）に対する資本持分100％の取得を合計
609, 000人民元の現金対価にて完了した。当該取得は総称して「2017年取得」と呼ばれた。

当社グループ、チャイナ・ジャパン・コール、日本事務所及びソウル事務所は2017年取得の前後でチャイ
ナ・コール・グループの共通支配下にあったため、当該取得は共通支配下における企業結合とみなされ
た。したがって、共通支配下における企業を含む企業結合に係る企業結合会計の原則が適用され、それに
したがって、チャイナ・ジャパン・コール、日本事務所及びソウル事務所が2016年ないし2017年12月31日
終了年度を通じて当社の子会社であったかのように、当社グループの連結財務諸表は作成されている。

その結果、2016年12月31日時点の連結財政状態計算書は、チャイナ・ジャパン・コール、日本事務所及び
ソウル事務所の資産及び負債をチャイナ・コール・グループの帳簿上の簿価で含むように修正再表示さ
れ、2017年取得以前の当社グループの連結損益計算書、その他包括利益計算書、連結株主持分変動計算書
及び連結キャッシュ・フロー計算書は、チャイナ・ジャパン・コール、日本事務所及びソウル事務所の業
績及びキャッシュ・フローを結合ベースで含むように修正再表示されている。

2017年取得に係る当社グループの対価の支払及び未払金は、連結株主資本等変動計算書における資本取引
として会計処理されている。

連結財務諸表に対するそれぞれの注記もまた修正再表示されている。すべての重要なグループ内部取引、
残高及び損益は結合に当たり消去されている。

 

 

38. 子会社の処分

当社グループ及び別の株主は、西安煤礦機械有限公司（以下、「西安機械」と言う）の持分をそれぞれ50％ずつ
保有している。西安機械は、その他の株主からの共同行動文書を検討した後、当社の子会社として従前処理されて
いた。当年中に、当該共同行動文書は更新されていない。それは子会社のみなし除却として取り扱われており、当
社グループは西安機械に対する投資を合弁会社として処理した。

当年中に、当社グループは、中煤焦化控股（天津）有限責任公司及び山西中煤焦化運銷有限責任公司のすべての
持分を13,421,000人民元の対価で親会社に譲渡した。

当社グループは、特定の資産負債、すなわち、平朔爆破器材有限責任公司の資本持分80％、中煤華昱装備維修有
限公司の資本持分60％及び関連債務を出資して、平朔工業集團有限公司（以下、「平朔工業」と言う）の資本持分
29.32％を取得するために、当年中に親会社と資本出資契約を締結した。出資後、当社グループは平朔工業の資本
持分の29.32％を保有しており、当社グループの関連会社として処理されている。

譲渡日における識別可能資産・負債の簿価は以下のとおりである。
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2016年12月31日終了年度において、当社グループは四方アルミニウム・エナジー有限公司、チャイナ・コール・
ハンダン石炭機器、リンシィ・チャイナ・コール・ケミカル有限公司及びシャンシィ・チャイナ・コール・平朔東
日升有限公司に対する資本持分100％、並びにリンシィ・チャイナ・コール・ジゥシン・コーキング有限公司に対
する資本持分91％を194,842,000人民元の対価で譲渡した。譲渡日の純負債の簿価は822,986,000人民元であり、子
会社の処分益は1,017,828,000円であった。
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39. 営業活動から生じたキャッシュ

（a） 営業から生じたキャッシュ・インフロー純額に対する税引前利益の調整
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（b） 財務活動から生じた負債の調整

下表は、財務活動から生じた当社グループの負債の変動を詳述しており、現金及び非現金の変動を含んでい
る。財務活動から生じた負債は、財務活動からのキャッシュ・フローとして当社グループの連結キャッ
シュ・フロー計算書において分類される過去及び将来のキャッシュ・フローである。

注：金額は主に未払配当金、未払利息、未払社債発行手数料及び非支配持分の取得に係る未払金を表して
いる。

 

（c） 主な非現金取引

2017年12月31日に終了した事業年度における主要な非現金取引は以下を含む：

当社グループは、当年中に建物、工場及び設備の購入に係る未払金の決済のために1,041,527,000人民元
（2016年：1,715,440,000人民元）の銀行引受手形を裏書した。

当社グループは、注記38で詳述した通り、特定の資産負債、すなわち、平朔爆破器材有限責任公司の資本持
分80％、中煤華昱装備維修有限公司の資本持分60％及びチャイナ・コール・グループの子会社である平朔工
業に対する債務を、平朔工業の資本持分29.32％と交換に出資した。

 

 

40. 偶発債務

当社グループは通常の事業の過程において発生したいくつかの訴訟の被告である。当該訴訟の結果は現時点では
確定できないが、経営陣は結果として生じる債務が当社グループの財政状態または経営成績に対して重要な悪影響
をもたらすことはないと想定している。
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41. 金融保証契約

当社グループは、様々な関連当事者および第三者の銀行借入の保証を無償で行ってきた。当該金融保証契約に基
づき、保証を受けた事業体が期限までに支払をできなかった際に、当社グループが貸主に対して賠償を行う。

保証された債務の条件および額面金額並びに信用リスクの最大エクスポージャーは下記の通りである。

 

42. 財務リスク管理

42.1 金融商品の分類
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42.2 財務リスク管理目的と方針

財務リスク要因

当社グループの活動は、市場リスク（為替リスク、公正価値の金利リスクおよびキャッシュ・フロー金利リスク
を含む）、信用リスクおよび流動性リスクといった様々な財務リスクにさらされている。当社グループの総合的リ
スク管理プログラムは、金融市場の予測不可能性に焦点を当て、当社グループの財務業績への潜在的悪影響を最小
限に抑えることを目標とする。

（a） 市場リスク

（i） 外国為替リスク

当社グループの事業（輸出販売、機械および機器の輸入）、外貨預金（注記27（d）参照）、ならびに売
掛金および受取手形（注記25（c）参照）は、主に、米ドルに関する様々な通貨から生じる為替リスクにさ
らされている。

当社グループは従来、米ドルの為替レートをヘッジする目的でデリバティブを利用しておらず、また現在
のところ、予測可能な将来においてそのようにデリバティブを使用するという特定の方針もない。米ドル
が人民元に対して10％上昇/下落した場合、その他の変数が一定に保たれた状況下では、当社株主に帰属す
る2017年度の税引後利益は約24,924,000人民元（2016年度：約17,230,000人民元）増加/減少することにな
る。

 

（ii） キャッシュ・フローおよび公正価値の金利リスク

当社グループの金利リスクは、長期借入金や長期社債を含む長期利息に係る借入から生じる。変動金利の
借入金により、当社グループはキャッシュ・フローの金利リスクにさらされており、また一方で固定金利
の借入金により、当社グループは公正価値金利リスクにさらされている。当社グループは、市場の状況に
より、固定金利と変動金利の契約の相対比率を決定する。当社グループは従来、金利の潜在的な変動を
ヘッジする目的で金融商品を利用していなかった。

上記の事項を除き、当社グループの収益および営業キャッシュ・フローは、実質的に市場金利の変動から
独立している。

人民元建の借入金金利が0.5％上昇/下落した場合、その他の変数が一定に保たれた状況下では、支払利息
の資本化を考慮した後の2017年度の税引後利益は、約143,428,000人民元（2016年度：約150,023,000人民
元）減少/増加することになる。
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（b） 信用リスク

信用リスクは、グループ規模で管理されている。信用リスクは、主に、現金及び現金同等物、売掛金及び
受取手形、前払金及びその他の債権、長期受取債権、その他非流動資産に含まれる兄弟会社に対する貸付
金、ならびにグループ外の会社に提供された金融保証等により生じる。

銀行預金は、国有銀行や上場銀行に預けられているため、重大な信用リスクはない、と当社グループは予
測する。経営陣は、これらの取引先の不履行により重大な損失が発生することを予期していない。

さらに、当社グループは、売掛金及び受取手形、前払金及びその他の債権、その他非流動資産に含まれる
兄弟会社に対する貸付金に対する信用エクスポージャーを監視する方針を定めている。顧客の財政状態、
第三者からの保証の有無、信用履歴、現在の市況を含むその他の要素を考慮に入れ、当社グループは顧客
の信用度を評価し、信用枠を設けている。当社グループは、顧客の信用履歴を定期的に監視している。当
社グループの全体的な信用リスクがコントロール可能な範囲内で収まるように、信用履歴が好ましくない
顧客に関しては、信用リスク書面の督促状の使用、信用期間の短縮や廃止も予定している。

当社グループは、グループ外の会社に対して提供されている金融保証から生じる信用リスクを、これらの
会社の営業および財務的状況を定期的に監視することにより管理している。注記41に開示される金融保証
の額面価格は、金融保証から生じる信用リスクに係る当社グループの最大損失額に相当する。

 

（c） 流動性リスク

堅実な流動性リスク管理とは、十分な金額の借入枠を通じて、十分な現金および現金同等物ならびに資金
調達の利用可能性を維持することである。対象となる事業のダイナミックな性質により、当社グループは
妥当な水準の現金および現金同等物を維持し、さらに利用可能な約定信用枠の確保によりこれを補完して
いる。

当社グループの主要な現金需要は、原材料、機械および機器の購入、ならびに関連債務の支払である。当
社グループは、事業により生じた資金、銀行借入金、社債、ならびに株式発行による正味手取額を組み合
わせることにより、運転資本の資金調達を行っている。

経営陣は、当社グループの流動性準備金（未使用の借入枠ならびに現金および現金同等物（注記27参照）
を含む。）に関する定期的な予測を、予想キャッシュ・フローに基づき監視している。

2017年12月31日現在、当社グループの流動負債は流動資産を約14,060百万人民元上回った。流動性リスク
を軽減する方策の詳細は、注記2.1を参照のこと。

以下の表は、当社グループの金融負債に関連する割引前キャッシュ・アウトフローを、当社グループが支
払いを要求される最も早い日付から起算した支払期日別に分けて分析したものである。

金融保証契約に係る上記を含む金額は、仮に当該金額が相手方から保証人に請求された場合に、全額保証
契約にしたがって当社グループが支払を要求されうる最高額である。報告期間末日時点の予測にもとづい
て、当社グループは、5割超の確率で当該契約にもとづく支払は生じないと考えている。しかしながら、こ
の予測は、相手方が保有する保証された金融債権が貸倒損失を被る見込みに応じた保証にもとづく相手方
の請求の可能性にもとづいて変更されることとなる。当社グループの金融保証契約に関する情報は、注記
41を参照のこと。
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42.3 公正価値の見積り

以下の表は、評価法を使用して公正価値で計上される金融商品に関する分析を示したものである。それぞれのレ
ベルは注記4で定義されている。

2017年12月31日現在、当社グループは、レベル1に定義している以下の資産を保有している。

 

レベル1の金融資産

活発な市場で取引されている金融商品の公正価値は、貸借対照表日現在の市場価格に基づいている。当社グルー
プが保有する金融資産に使用されている市場価格は、現在の買い呼び値である。

 

42.4 償却原価で測定された金融資産及び負債の公正価値

下表で詳述されたものを除き、当社の取締役は、連結財務諸表における償却原価で記録された金融資産及び負債
の簿価は公正価値に近似していると考えている。

 

 

長期借入金の公正価値は割引キャッシュ・フローにもとづいて決定され、主な入力値は発行体の信用リスクを反
映した割引率である。長期借入金の公正価値は市場価格にもとづいている。
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43. 資本管理

資本管理における当社グループの目的は、株主に対するリターンおよびその他の利害関係者に対する利得を確保
し、また資本コストを減少させる最適な資本構成を維持するために、当社グループの継続企業としての存在能力を
守ることである。

業界他社と同様に、当社グループはギアリング・レシオに基づき資本を監視している。この比率は、借入金純額
を資本合計で除して算出される。純債務は、借入金合計額、社債および兄弟会社からの預託金から、現金および現
金同等物を控除した額として計算される。資本合計は、中国企業会計基準に基づき、連結貸借対照表に計上されて
いる「資本」及び純債務として計算される。

2017年および2016年12月31日における当社グループのギアリング・レシオは以下の通りである。

 

 

44. 未履行債務

（a） 資本的支出契約

各貸借対照表日において当社グループによって契約が締結されているが未だ履行されていない資本的支出
は、以下の通りである。

（b） オペレーティング・リース契約―当社グループが借手の場合

解約不能なオペレーティング・リースに関して、当社グループは、将来、以下の最低リース料を支払う義
務がある。
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（c） 投資契約

当社、義馬煤業集團股份有限公司、および山西海姿焦化有限公司（以下「海姿焦化」という。）が2011年6
月29日に締結した合意に基づき、2017年12月31日現在、山西蒲縣中煤晉昶礦業有限責任公司の探査・採掘権
及び石炭備蓄に関連する51％持分を取得する対価の一部として、168百万人民元を当社から海姿焦化に支払っ
た。残りの対価311百万人民元は、将来、特定の条件が満たされた時点で支払うことを確約している。

当社と海姿焦化が2011年6月29日に締結した合意に基づき、山西蒲縣中煤禹碩礦業有限責任公司の探査・採
掘権及び石炭備蓄に関連する63％持分を取得する対価の一部として、2017年12月31日までに、259百万人民元
を当社から海姿焦化に支払った。残りの対価481百万人民元は、将来、特定の条件が満たされた時点で支払う
ことを確約している。

2006年7月15日に締結した合意に基づき、当社、中国石油化工股份有限公司およびその他3社が中天合創を設
立した。当社は、38.75％持株会社として、2017年12月31日までに6,787百万人民元を中天合創に投資し、さ
らに将来481百万人民元を分割で投資することを確約している。

2008年5月28日に締結した合意に基づき、当社、フフホト鉄路局およびその他7社が蒙冀鐵路有限責任公司
（以下「蒙冀鐵路」という。）を設立した。当社は、5％持株会社として、2017年12月31日までに1,400百万
人民元を蒙冀鐵路に投資し、さらに将来100百万人民元を分割で投資することを確約している。

2011年12月23日に締結した合意に基づき、当社、フフホト鉄路局およびその他7社が呼准鐵路有限公司（以
下「呼准鐵路」という。）を設立した。当社は、10％持株会社として、2017年12月31日までに266百万人民元
を呼准鐵路に投資し、さらに将来819百万人民元を分割で投資することを確約している。
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45. 重要な関連当事者取引

中国政府関連企業との取引及び残高

当社は中国政府によって最終的に支配されており、当社グループは、中国政府によって単独あるいは共同で支配
されまたは重要な影響を与えられる企業が現在優勢である経済環境において活動している。

以下は、2017年および2016年12月31日終了年度における重要な関連当事者との取引の要約である。

 

（a）当社グループの親会社、兄弟会社、関連会社及び合弁会社並びに子会社に重要な影響力を有する主要な株主
との取引

 

当連結財務書類の他の箇所で開示されたものに加えて、以下の取引が関連当事者との間で行われた。
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（i） 関連する中国の法律および規則に基づき、石炭の輸出はチャイナ・コール・グループを含む認可された中

国企業4社の内1社を通じてのみ行うことができる。当社は、2006年9月5日に締結した石炭の輸出販売代理店
契約に基づき、チャイナ・コール・グループを石炭の輸出販売代理店に任命した。当該契約に基づき、代理
店業務報酬は市場価格に基づいて決定され、中国台湾市場への石炭の輸出・販売にかかる代理店業務報酬
は、販売される石炭製品1トン当たり0.5米ドルを上乗せした価格である。代理店業務報酬は、2008年12月31
日より毎月支払われる。

 

（ii） 当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、原材料およびサービスの提供に関する総合的

相互供給包括契約を締結した。当該契約に基づき、当社はチャイナ・コール・グループに、またチャイナ・
コール・グループは当社に生産原料および付帯サービスを提供し、当社はまたチャイナ・コール・グループ
に輸出関連サービスを提供する。当社とチャイナ・コール・グループは、2012年12月31日に、原材料および
サービスの提供に関する総合的相互供給包括契約に対する補足契約を締結した。当該契約に基づき、輸出さ
れる石炭製品1トン当たりについてチャイナ・コール・グループが実際に課す輸出代理業務報酬の65％相当
額が、当該業務報酬にあたる。上記の2契約は更新され、2020年12月31日まで延長されている。

 

（iii） 当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、鉱山建設および炭鉱設計包括契約を締結した

が、2008年12月31日に期限を迎えた際に、鉱山設計及び一般請負サービス包括契約という名前で更新した。
その後、2011年12月31日に契約期限を迎えた際に、当社およびチャイナ・コール・グループは、当該契約を
延長し契約の名称をプロジェクト設計、建設および一般請負サービス包括契約に変更している。当該取引に
は主に以下が含まれている。

・　チャイナ・コール・グループは、当社にエンジニアリング設計、建設および一般請負サービスを提供
する。

・　チャイナ・コール・グループは、当社が外注するプロジェクトを引き受ける。

・　エンジニアリング設計、建設および一般請負サービスに関して、サービス・プロバイダーと価格決定
は、入札の形式で決定される。

・　本契約は2014年12月31日まで有効であった。

本契約は2020年12月31日まで期間を延長して更新された。

 

（iv）当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、不動産リース包括契約を締結した。当該契約に
基づき、当社はチャイナ・コール・グループから、一般事業目的およびその他の目的で中国における特定の
建物および不動産をリースする。年間リース料は市場価格にもとづいて3年ごとに見直し・調整される。当
社とチャイナ・コール・グループは、2014年に当該不動産リース包括契約を更新し、当該契約は2024年12月
まで有効となっており、2015年から2017年の年間リース料上限額を105,000,000人民元とすることに合意し
ている。

 

（v） 当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、土地使用権リース包括契約を締結した。当該契

約に基づき、当社はチャイナ・コール・グループから、一般事業目的およびその他の目的で中国における特
定の土地使用権をリースする。年間リース料は市場価格にもとづいて3年ごとに見直し・調整される。当該
契約は、20年間有効である。2015年から2017年までの年間リース料上限額は61,000,000人民元である。
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（vi） 当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、石炭の供給包括契約を締結した。当該契約に

基づき、チャイナ・コール・グループは保有炭鉱から生産された石炭商品は全て当社に独占的に供給し、当
該石炭商品を第三者に販売しないよう合意した。当契約は更新され、2020年12月31日まで延長されている。

 

（vii） 中煤財務とチャイナ・コール・グループは、2014年3月18日に、財務サービス包括契約を締結した。当

契約に基づき、当社はチャイナ・コール・グループに対して、当社の事業範囲内における財務サービスを提
供する。当契約は、2014年12月31日まで有効であったが、更新され、2020年12月31日まで延長されている。

 

（viii） 当社とチャイナ・コール・グループは、2006年9月5日に、商標ライセンス包括契約を締結した。当契

約に基づき、当社が1人民元の費用で、未使用分の会社の一部の登録商標を利用できる。当契約は、10年間
有効であったが、2016年8月23日に更新され、2026年8月22日まで延長されている。
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（ix） 当社と山西焦煤集团有限责任公司（以下「山西焦煤集团」という。）は、2014年10月23日に、石炭及び

石炭関連製品並びにサービス供給の契約を締結した。当該契約に基づき、当社グループは山西焦煤集团及び
その子会社から石炭及び石炭関連製品を購入しサービスを受けるとともに、山西焦煤集团及びその子会社は
当社グループから石炭及び石炭関連製品を購入しサービスを受ける。当契約は更新され、2020年12月31日ま
で延長されている。

石炭及び石炭関連製品並びにサービス供給の契約にしたがい、価格は以下の価格方針・順序に従う。

・　石炭採掘施設のインフラ計画及び調達に関して、価格は入札手続きにより決められる。

・　石炭の供給に関して、価格は関連市場価格にもとづく。

 

(b) 中国国内のその他の政府関連事業体との取引

チャイナ・コール・グループ、兄弟会社、関連会社、合弁会社及び子会社に重要な影響を有する主要株主との取
引とは別に、当社グループはその他の政府関連事業体との間で幅広く取引を行っている。

2016年および2017年12月31日に終了した事業年度において、当社グループの以下の活動のうち大半がその他の政
府関連事業体とともに行われている。

・ 石炭の販売

・ 機械および機器の販売

・ 石炭の購入

・ 原材料および予備部品の購入

・ 輸送サービスの購入

・ 現金および銀行預金ならびに借入金
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上述に加え、その他の政府関連事業体との間の取引には、以下のものが含まれるがこれらに限定されない。

・ 資産のリース

・ 退職給付制度

これらの取引は、当社グループが市場価格に基づき締結した契約に従って行われる。

 

幹部管理職に対する報酬

幹部管理職には、取締役(業務執行取締役および非業務執行取締役)、監査役、およびその他の幹部管理職があ
る。

幹部管理職の従業員サービスに対して支払ったまたは支払われるべき報酬は、以下の通りである。

 

 

EDINET提出書類

チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド(E05990)

訂正有価証券報告書

84/90



46. 当社の財政状態計算書及び準備金の変動

当社の財政状態計算書
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当社の準備金の変動
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2【主な資産・負債および収支の内容】

「第一部-第６-１財務書類」を参照のこと。

 

 

3【その他】

（1）後発事象

該当なし。

 

（2）訴訟

「第一部-第６-１-注記40 偶発債務」を参照のこと。

 

 

4 【国際財務報告基準と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違】

本書記載の財務書類は、香港上場規則によって認められている国際財務報告基準に準拠しており、日本において
一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されたものとは異なる。主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 非支配持分の評価

IFRS第3号「企業結合会計」によれば、取得した非支配持分は、当該非支配持分の公正価値で測定する（全部の
れん方式）か、被取得企業の識別可能純資産に対する非支配持分割合で測定する（購入のれん方式）か、いずれか
の方法を選択できる。

日本GAAPでは、企業会計基準第22号「連結財務書類に関する会計基準」に基づき、連結貸借対照表上、企業結合
による非支配株主持分は全面時価評価法により評価することが要求されており、IFRSのように公正価値で評価する
方法は認められていない。

 

(2) のれん

IFRS第3号「企業結合会計」では、のれんは、移転された対価、非支配持分の金額および以前に保有していた資
本持分の公正価値の総計が、取得した識別可能な資産および引き受けた負債の取得日における正味の金額を超過す
る額として測定される。従って、のれんは規則的に償却するのではなく、年次または減損の兆候がある場合に減損
テストを実施することとされている。

日本GAAPでは、のれんは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、被取得企業または取得
した事業の取得原価が、取得した資産および引受けた負債に配分された純額を超過する額で認識される。のれんは
無形固定資産として計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他の合理的な方法により規則的
に償却するとともに、減損会計の適用の対象となっている。
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(3) 非金融資産の減損および再評価

IAS第36号「資産の減損」では、日本GAAPと同様の要件を規定している。しかしながら、IASのもとでは、減損の
認識に回収可能価額（正味売却価格と割引後キャッシュ・フローのいずれか高い方）を用いる。また、IASでは、
過年度に認識された資産の減損は、回収可能価額が翌期以降に増加した場合、損益計算書で直ちに収益として振替
えられなければならない。さらに、IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」では、固定資産を公
正価値により再評価することが認められている。

日本GAAPでは、資産の劣化の可能性が明らかになった時には、資産の割引前キャッシュ・フロー（20年以内の合
理的な期間に基づく）を見積ることを要求している。資産の簿価が割引前キャッシュ・フローを著しく上回った
（資産が劣化した）時は、減損が認識されなければならない。取得原価で計上されている資産の減損は、損益計算
書上で認識されなければならず、再評価資産については、再評価減として取扱わなければならない。再評価金額
は、割引前キャッシュ・フローがその後上昇した場合でも繰越されなければならず、減損損失の戻入は認められて
いない。

 

(4) 開発費

IAS 第38号「無形資産」では、開発費のうち使用または販売可能で、かつ、経済的便益が創出されることが確実

な場合、無形資産として認識する。

日本GAAPでは、研究開発費はすべて発生時の費用とされる。

 

(5) 公正価値評価

IAS第39号「金融商品：認識と測定」によれば、売却可能金融資産は、当初公正価値で測定され、評価差額は
「その他の包括利益」に計上される。活発な市場における市場価格がなく、かつ信頼性をもって公正価値を測定で
きない持分投資は原価で評価される。

貸付金と債権は、当初公正価値で測定後、実効金利法による償却原価で測定される。

金融負債は当初公正価値での測定が求められている。

 

日本GAAPでは、売却可能有価証券（「その他有価証券」）は公正価値で測定され、公正価値の変動額は以下のい
ずれかの方法で処理される。

1）公正価値の変動額を純資産に計上し、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上する。

2）個別ベースで、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。

市場価格のない株式は原価で評価する。

貸付金と債権は、取得原価または償却原価で測定される。償却原価法は利息法および定額法によるものとされ、
実効金利法は認められていない。

金融負債はヘッジ会計によるものを除き、公正価値での測定は認められていない。

 

2009年11月に公表されたIFRS第9号「金融商品」では、金融資産を償却原価または公正価値のいずれで測定する
かを決定するため単一アプローチを使用しており、IAS第39号の多くの相違する規則を置き換えるものである。こ
の改訂は、2014年7月に完全版が公表され、2018年1月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認めら
れている。
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(6) 金融資産の消滅の認識

IAS第39号「金融商品：認識と測定」では、金融資産の消滅の認識は、金融資産からのキャッシュ・フローに対
する契約上の権利が消滅する時、もしくは金融商品の所有に対するリスクと経済価値のほぼすべてが移転する時、
または金融商品の所有に対するリスクと経済価値の一部を留保したまま金融資産を譲渡しているが支配していない
場合にのみ認識される。留保されるリスクおよび経済価値は資産として認識される。

日本GAAPでは、「金融商品に係る会計基準」により、金融資産の消滅は、金融資産の契約上の権利を行使した
時、権利を喪失した時または権利に対する支配が他に移転した時に認識される。

 

(7) 賃借人のファイナンス・リースの会計処理

IAS第17号「リース会計」では、リースの経済的実態に応じて、資産の所有に関連する全てのリスクと便益が借
手に移転するリースはファイナンス・リースとしてオンバランス処理（資産・負債の両建計上）が要求されてい
る。

日本GAAPでは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が示す数値基準等に照らしてファイナン
ス・リースに該当するものはオンバランス処理が要求される。また、リース料総額が300万円以下またはリース期
間が1年以内のリース取引については、通常の賃貸借処理が容認されている。

 

(8) 有給休暇についての会計処理

IAS第 19号「従業員給付」では、雇用主は一定の条件が満たされた場合、将来の休暇に対しての従業員への補償

を未払費用計上しなければならない。

日本GAAPでは、有給休暇についての特別な会計基準はない。

 

(9) 借入費用の資産計上

IAS第23号「借入費用」では、借入費用を期間費用として計上するのが標準的な処理であるが、意図された利用
または販売に供するまで相当な期間を要する適格資産の取得、建設および製造に対して直接起因する借入費用は、
当該資産の取得原価に算入される。原価に算入される金額は、適格資産がなければ避けられたであろう借入費用の
金額となる。ただし、適格資産に対する支出以前に借入金を一時的に投資したことにより生じた投資利益は、資産
の取得原価から控除される。

日本GAAPでは、不動産開発事業等を除き、借入費用は原則として期間費用とされる。

 

(10) 財務保証契約

IAS第39号「金融商品：認識および測定」は、財務保証契約について、当初は公正価値で計上し、その後は、IAS
第37号に従って決定される金額と、当初認識した金額からIAS第18号に従って償却した後の金額、のいずれか高い
方の金額で計上することを要求している。

日本GAAPでは、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値
で財政状態計算書に計上することは求められておらず、債務保証の額を財務書類に注記するのみである。ただし、
保証に起因して、将来の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、債
務保証損失引当金を計上する。
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(11) 株式報酬

IFRS第2号「株式報酬」では、従業員やその他の関係者との現金その他の資産決済型又は持分決済型の株式報酬
取引を費用として認識する。

日本GAAPでは、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、「会社法」の施行
日（2006年5月1日）以後に付与されたストック・オプションについては、公正価値法を基礎として測定した報酬は
費用として認識されるが、持分決済型についてのみの規定となっている。また、オプションが満期になった場合、
過去に計上した費用は特別利益として戻入れられる。

 

(12) 配当金

IAS第10号「後発事象」によれば、企業が持分金融商品の所有者に対する配当を期末日後に宣言する場合には、
当該配当金を期末日時点の負債として認識する。

日本GAAPでは、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」により、配当金は支払った時点で株主資本等変動計
算書に剰余金の配当として表示される。

 

(13) 負債と資本の区分

IAS第32号「金融商品：表示」によれば、金融負債と資本の区分について、実態にもとづいた判断が求められて
おり、たとえば、形式が種類株式であっても実態が金融負債と判断されれば負債として計上されることとなる。

日本GAAPでは、会社法上の株式であれば、資本として計上される。

 

(14) 財政状態計算書の表示方法

IFRSでは、財政状態計算書を固定性配列法と流動性配列法のいずれによるかについて、特に指定がないのに対し
て、日本GAAPでは流動性配列法が原則とされている。
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